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は
じ
め
に

　

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
八
月
、
西
津
軽
か
ら
弘
前
を
経
て
秋
田
大
館
へ
と
紀
行

し
た
菅
江
真
澄
は
、
そ
の
様
子
を
「
そ
と
が
は
ま
か
ぜ
」
に
ま
と
め
た
。
同
月
十
五

日
に
は
、
岩
木
山
へ
の
登
拝
儀
礼
を
記
し
て
お
り
、
岩
木
山
は
安
寿
姫
と
津
志
王
丸

を
祀
る
と
し
て
い
る）

1
（

。

丹
後
国
の
人
は
、
こ
の
い
は
木
ね
に
の
ぼ
り
う
る
こ
と
か
な
は
ず
。
又
此
み
ね

の
見
え
渡
る
海
つ
ら
に
、
そ
の
国
の
ふ
ね
を
れ
ば
、
海
、
た
ゞ
あ
れ
に
あ
れ
て
、

さ
ら
に
泊
も
と
打
る
こ
と
も
か
た
し
と
、
ふ
ね
長
の
い
へ
り
。

　

岩
木
山
が
安
寿
と
厨
子
王
を
祀
る
た
め
に
、
山
椒
大
夫
の
縁
と
考
え
ら
れ
る
丹
後

出
生
の
人
間
が
岩
木
山
に
登
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
岩
木
山
か
ら
見
渡
せ
る
海
上

に
丹
後
船
が
浮
か
べ
ば
大
時
化
と
な
る
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
特
定
の

他
領
の
船
が
港
に
入
る
と
海
が
荒
れ
る
と
す
る
伝
承
自
体
は
、
真
澄
自
身
、
秋
田
能

代
湊
に
お
け
る
播
磨
船
の
忌
避
も
記
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
津
軽
の
う
ら
〳
〵
に
て

丹
後
船
を
い
み
き
ら
ふ
に
ひ
と
し
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
同
種
の
伝
承
は
必

ず
し
も
特
異
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る）

2
（

。

　

十
八
世
紀
前
半
以
降
、
弘
前
藩
領
で
は
質
地
地
主
の
土
地
集
積
が
進
み
、
旧
来
の

「
天
気
不
勝
」
と
自
然
の
回
復 

―
天
明
飢
饉
後
の
豊
穣
祈
念
と
除
災
の
発
源
―

浪　

川　

健　

治

手
作
地
主
層
は
経
営
を
縮
小
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
下
層
農

民
は
経
営
の
補
完
・
維
持
の
た
め
に
小
作
人
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
仮
子
」
と
い

う
名
称
で
呼
ば
れ
る
年
季
の
雇
傭
人
化
す
る
か
と
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
る
。
そ
こ

に
、
天
候
不
順
な
ど
を
契
機
に
不
作
が
生
じ
た
と
き
、
高
騰
す
る
米
価
に
よ
っ
て
米

穀
は
投
機
の
対
象
と
な
り
、
退
蔵
あ
る
い
は
「
抜
荷
」
が
と
き
に
は
廻
船
問
屋
を
巻

き
込
ん
で
常
態
化
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
で
、
自
給
不
可
能
で
食
料
と
し
て
の
米
穀

を
購
入
に
依
存
す
る
年
季
雇
傭
人
た
ち
は
直
ち
に
窮
迫
し
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
地
主
層
が
凶
作
に
よ
っ
て
経
営
を
縮
小
し
雇
傭
関
係
を
破
棄
す
れ
ば
、
た
だ
ち

に
飢
餓
に
さ
ら
さ
れ
餓
死
に
も
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
地
主
層
に
と
っ
て
も
、
一

時
的
に
は
小
作
料
と
し
て
蓄
積
し
た
米
穀
の
投
機
の
機
会
が
生
ま
れ
る
も
の
の
、
結

果
的
に
は
飢
餓
や
餓
死
に
よ
る
雇
傭
で
き
る
労
働
力
の
減
少
、
ま
た
藩
に
よ
る
窮
民

救
済
の
転
嫁
や
御
用
金
賦
課
な
ど
に
よ
っ
て
経
営
の
動
揺
は
加
速
す
る）

3
（

。

　

こ
う
し
た
不
安
定
な
社
会
状
況
下
で
は
、
不
作
は
も
っ
と
も
危
惧
さ
れ
る
事
態
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
予
兆
さ
せ
る
「
天
気
不
勝
」
す
な
わ
ち
悪
天
候
が
連
続
す
る
と
、

岩
木
山
に
対
す
る
信
仰
と
結
び
つ
い
て
丹
後
者
が
領
内
に
入
り
込
ん
だ
、
あ
る
い
は

神
域
が
汚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
候
の
悪
化
が
招
来
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
認
識
と

な
っ
て
定
着
し
た）

4
（

。
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飢
饉
後
の
困
難
を
極
め
た
天
明
四
年
（
一
八
七
四
）、
襲
封
し
た
八
代
弘
前
藩
主

津
軽
信の

ぶ
は
る明

は
藩
主
と
し
て
権
力
の
掌
握
と
権
威
の
再
生
を
図
っ
て
い
く
。
そ
の
政
治

に
あ
っ
て
は
と
く
に
新
た
に
家
老
と
し
た
津
軽
多
膳
を
中
心
と
す
る
執
政
グ
ル
ー
プ

と
の
政
策
や
人
事
を
め
ぐ
る
度
重
な
る
協
議
や
、「
在
宅
」
制
の
採
用
に
み
ら
れ
る

領
民
や
困
窮
化
し
た
家
臣
団
に
配
慮
し
な
が
ら
の
施
策
の
提
示
、
義
倉
設
置
に
よ
る

食
糧
備
蓄
、
教
学
と
武
術
奨
励
に
よ
る
弛
緩
し
た
家
臣
団
の
引
き
締
め
と
統
制
な
ど

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
の
信
明
死

去
後
に
も
引
き
継
が
れ
、
同
四
年
か
ら
本
格
化
す
る
寛
政
改
革
の
中
心
的
な
施
策
と

な
っ
た）

5
（

。

　

し
か
し
、
信
明
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な

か
っ
た
。
前
述
の
状
況
下
で
い
か
に
豊
穣
を
招
来
し
、
不
作
を
回
避
さ
せ
る
か
、
そ

れ
は
「
天
気
不
勝
」
を
回
避
す
る
祈
念
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
原
因
と
な
る
べ
き
存
在

の
排
除
を
図
る
と
い
う
形
で
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
前
者
は
領
内
寺

社
に
お
け
る
五
穀
成
就
・
日
和
揚
の
祈
祷
に
加
え
て
、
他
領
で
霊
験
を
示
し
た
新
た

な
宗
教
的
・
呪
術
的
権
威
を
新
た
に
取
り
込
み
、
豊
穣
を
約
束
す
る
神
意
を
創
出
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
後
者
は
岩
木
山
を
怒
ら
せ
「
天
気
不
勝
」
を
生
じ
さ
せ
る
領
内

に
入
り
込
ん
だ
「
丹
後
者
」
の
詮
議
と
領
外
へ
の
追
い
払
い
で
あ
っ
た
。「
天
気
不

勝
」
と
い
う
不
作
―
飢
饉
に
結
び
つ
く
自
然
へ
の
恐
れ
を
取
り
除
き
、
豊
穣
を
現
出

さ
せ
る
こ
と
は
、
自
然
と
関
わ
ら
せ
た
人
間
集
団
に
お
け
る
秩
序
の
形
成
と
し
て
の

政
治
の
果
た
す
べ
き
役
割
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
を
も
ち
つ
つ
、
本
稿
で
は
「
天
気
不
勝
」
と
い
う
不
作
の
予
兆
を
、

藩
主
信
明
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
政
治
が
、
五
穀
成
就
や
日
和
揚
な
ど
の
祈
祷
、
ま

た
「
天
気
不
勝
」
を
も
た
ら
す
原
因
の
除
去
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
豊
穣
を
も
た

ら
す
自
然
へ
と
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
脅
威
を
回
避
す
べ
く
と
ら
れ
た
政
治

過
程
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
い）

6
（

。

一
、
あ
る
べ
き
自
然
の
回
復
と
政
治

（
1
）
津
軽
信
明
の
入
部
と
豊
穣
祈
念

　

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
か
ら
四
年
（
八
四
）
に
か
け
て
の
大
飢
饉
の
あ
と
も
、

弘
前
藩
領
で
は
不
順
な
気
候
が
続
い
た
。
ま
た
、
飢
饉
に
よ
る
自
然
や
人
間
を
取
り

巻
く
衛
生
環
境
の
変
化
は
、
二
次
的
な
生
産
環
境
の
悪
化
を
も
た
ら
し
た
。「
国
日

記）
7
（

」
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
四
月
二
十
七
日
条
の
「
郡
奉
行
・
勘
定
奉
行
申
出
」

で
は
、
農
村
部
に
於
い
て
ネ
ズ
ミ
が
大
量
に
発
生
し
た
た
め
、
田
畑
へ
少
な
く
な
い

損
害
が
あ
り
、「
至
極
難
儀
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
下
々
風

説
」
で
は
こ
れ
ら
の
ネ
ズ
ミ
は
「
餓
死
之
者
之
妄
霊
」
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
藩
の

手
に
よ
る
「
施
餓
鬼
供
養
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
同
天
明

五
年
（
一
七
八
五
）
四
月
二
十
八
日
条
で
は
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
「
虫
付
」

に
長
勝
寺
で
の
「
大
施
餓
鬼
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、「
虫

付
」
が
餓
死
者
の
亡
魂
に
よ
る
も
の
と
い
う
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
期

に
は
、
陰
陽
不
順
に
よ
る
邪
気
・
寒
気
・
悪
気
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
「
時
疫
」
に
つ
い
て
も
祈
祷
や
守
札
配
付
に
よ
る
除
災
が
図
ら
れ
て
い
る）

8
（

。

　

天
明
四
年
閏
一
月
二
日
に
七
代
藩
主
津
軽
信の

ぶ
や
す寧

が
死
去
し
た
た
め
、
二
月
三
十
日

に
家
督
を
継
い
だ
八
代
藩
主
信
明
は
、
八
月
二
十
日
に
初
入
部
を
果
た
し
た
。
信
明

は
亡
父
信
寧
の
葬
儀
後
ほ
ど
な
く
、
藩
政
の
運
営
に
着
手
し
て
い
る
。「
国
日
記
」

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
四
月
二
十
八
日
条
で
は
、
津
軽
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
上
野
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津し
ん
り
よ
う
い
ん

梁
院
か
ら
、「
領
分
之
内
所
々
海
川
」
に
流
す
「
地
蔵
尊
御
影
」
四
万
六
百
枚
と
、

大
地
を
司
る
天
部
の
神
で
あ
る
「
堅
牢
地
神
御
影
」
一
万
二
千
枚
が
「
五
穀
成
就
之

守
神
」
と
し
て
領
内
各
村
々
に
配
付
さ
れ
、
餓
死
者
供
養
と
し
て
そ
の
墓
所
に
撒
く

た
め
の
「
加
持
土
砂
」
も
国
許
に
下
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
ａ
飢
餓
に

加
え
て
時
疫
か
ら
の
救
い
を
、
苦
し
み
を
人
間
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
う
け
る
「
地

蔵
尊
御
影
」
に
よ
っ
て
、
ｂ
五
穀
成
就
を
「
堅
牢
地
神
御
影
」
に
よ
っ
て
、
ｃ
死
者

供
養
を｢

加
持
土
砂
」
に
よ
っ
て
図
る
と
い
う
豊
穣
と
除
災
の
祈
願
、
そ
し
て
慰
霊

と
い
う
祈
念
行
為
の
総
体
が
示
さ
れ
る
。
津
梁
院
か
ら
国
許
に
送
ら
れ
た
守
札
等
の

た
め
の
祈
祷
は
当
然
、
津
軽
家
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
は
信
明
が
入
部
以
前
に
取
り
組
ん
だ
五
穀
成
就
―
豊
穣
祈
願
と
不
作
回

避
の
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

信
明
が
は
じ
め
て
国
許
で
の
政
治
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
天
明
五
年
は
、
な

お
飢
饉
か
ら
の
時
も
経
た
ず
気
候
も
不
安
定
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。『
平
山
日
記）

9
（

』
に

よ
っ
て
、
こ
の
年
の
天
候
と
農
事
の
気
候
の
推
移
を
追
う
と
、
春
の
雪
消
え
は
例
年

よ
り
は
早
か
っ
た
も
の
の
不
順
で
、「
猶
近
年
卯
・
辰
両
年
（
天
明
三
年
・
四
年
）

之
難
儀
、
今
ニ
不
相
直
」
と
さ
れ
て
い
る
。
米
価
は
高
騰
し
た
ま
ま
で
、
米
作
に
恵

ま
れ
た
東
根
通
（
津
軽
平
野
東
南
部
）
で
は
「
百
姓
潤
沢
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
他

は
八
月
六
日
の
大
風
で
損
毛
と
な
り
「
難
儀
」
で
あ
り
、
廃
田
開
発
の
た
め
町
人
が

耕
作
を
行
っ
て
い
た
田
地
は
と
く
に
不
慣
れ
の
た
め
大
風
で
の
損
害
は
大
き
く
、
多

く
は
経
営
を
放
棄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

広
田
組
湊
村
（
青
森
県
五
所
川
原
市
）
の
平
山
家
で
は
、
三
月
二
日
か
ら
田
植
え

の
準
備
の
た
め
田
を
鋤
き
か
え
す
「
田
打
」
を
は
じ
め
、
同
二
十
日
か
ら
苗
代
へ
の

種
ま
き
を
行
っ
た
。
天
候
に
恵
ま
れ
苗
は
能
く
育
ち
、
三
月
二
十
七
日
に
代
搔
き
に

入
っ
て
、
四
月
二
十
七
日
に
は
田
植
え
を
行
っ
て
い
る
。
五
月
二
十
日
に
は
除
草
を

し
て
い
る
。
こ
の
間
は
不
順
で
あ
っ
た
が
、
六
月
初
め
か
ら
十
日
ま
で
の
好
天
で
稲

の
生
育
も
進
ん
だ
が
、
土
用
（
六
月
十
四
日
）
か
ら
は
悪
天
候
が
続
き
、「
稲
も
ふ

で
不
申
」
と
し
て
い
る
。「
も
ふ
で
」
は
「
も
て
」
で
あ
り
、
稲
は
十
分
に
実
を
つ

け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
な
ん
と
か
、
七
月
十
日
か
ら
八
月
ま
で
に
は
稲
穂
が
出

揃
っ
た
が
、
八
月
六
日
に
南
風
が
吹
き
荒
れ
、
そ
れ
は
西
風
に
変
わ
っ
た
。
こ
の
た

め
多
く
の
稲
は
実
を
つ
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
九
月
三
日
に
は
稲
刈
が

は
じ
ま
り
、
十
月
二
日
か
ら
は
年
貢
の
村
納
め
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

同
年
に
は
廃
田
が
さ
ら
に
拡
大
し
、
晩
稲
を
植
え
付
け
た
田
方
は
皆
無
作
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
結
局
、
大
高
持
で
あ
っ
た
平
山
家
で
は
手
作
分
の
二
二
〇
人
役
、
す
な

わ
ち
一
四
町
六
反
余
か
ら
「
稲
三
万
五
千
六
百
束
余
」、
一
束
平
均
が
四
合
ほ
ど
だ
っ

た
の
で
、
一
四
二
石
四
斗
程
を
収
穫
し
た
。
平
賀
な
ど
（
津
軽
平
野
南
部
地
帯
）
は

平
年
作
で
あ
っ
た
が
、
金
木
組
（
津
軽
平
野
北
半
の
新
田
地
帯
）
や
外
ヶ
浜
（
陸
奥

湾
沿
岸
）、
山
村
部
で
は
田
畑
共
皆
無
作
で
あ
っ
た
た
め
に
、
多
く
の
「
他
散
之
者
」

を
生
じ
て
い
た）

10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
天
明
五
年
は
、
飢
饉
に
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
不
順
な
天
候

が
藩
領
の
な
か
に
不
均
衡
な
凶
作
現
象
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
荒
廃

し
た
田
畑
の
復
興
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
耕
作
放
棄
地
が
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

天
明
飢
饉
か
ら
の
脱
却
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
弘
前
藩
に
と
っ
て
、
天
明
五
年

は
当
然
、
豊
穣
な
年
で
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は

悪
天
候
と
大
風
に
見
舞
わ
れ
場
所
に
よ
っ
て
は
凶
作
同
然
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、

農
耕
過
程
を
通
じ
て
豊
穣
を
祈
願
し
不
作
を
回
避
す
る
祈
念
は
断
続
し
て
続
け
ら
れ

て
い
る
。
と
く
に
、
不
作
の
原
因
が
天
候
不
順
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
丹
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月日 理由 内容 対応・儀礼 補足 典拠及び関連事項

1月4日 気候調和・五穀成就
岩木山鎮山写 下居宮奉納 写、信明、家老へ渡す ｢在国日記｣
百沢寺・下居之宮 祈願書奉納・祈祷 吉日に奉納

1月30日 四時之神事申付 五穀大妙神
2月13日 津梁院・重き祈祷 守札配付 上野津梁院
2月17日 五穀成就 江戸より千手尊御影ならび御札 諸組村々へ配付
2月19日 天気不正 丹後者僉議・送り返し 芝居役者・諸勧進まて詮議 送り返し、郡奉行・町奉行
3月12日 五穀成就・風雨順時 神明・八幡・和徳稲荷 祈祷申し付け 用人より申し出 ｢在国日記｣

3月21日 天気不勝　
丹後者送り返し・日和揚祈祷 諸勧進まで船手、芝居役者詮議 ｢封内事実秘苑｣ 3月条、

「国日記｣ 同日条百沢寺・神宮寺 日和揚祈祷

4月17日 丹後者送り返し 支配役者市川芳松、丹後者の由 ｢国日記｣ 同年5月20日
条、同21日条

4月27日 鼡退除 禅宗 在方へ七手在方に遣わし施餓鬼 餓死者の妄霊との風説
4月28日 虫除 長勝寺 大施餓鬼 天明2年虫付、施餓鬼先例
5月1日 鼡退散・死霊供養 長勝寺 祈祷・大施餓鬼 渡し物等申し出 『御用格』寛政本
5月19日 天気不勝　 岩木山嵩・湯段湯治人停止 湯小屋封印 百沢寺にも申付
5月27日 天気不勝　 丹後者詮議 船手に入り込み可能性
6月1日 天気不正 日和揚・五穀成就 祈祷、四社・百沢寺・下居宮
6月8日 青田之内、笛吹停止 家中・召使・在々浦々
6月25日 天気不正 日和揚祈祷、 祈祷、長勝寺・本行寺・神宮寺
6月29日 他国者送り返し 芝居役者之内

6月30日 天気不正

丹後者入詮議 売船等で入込み

日和揚・五穀成就
祈祷、両社 7月1日付
日和揚、薬王院

大滝股鉛山鉛堀のため 当分、下山申し付け ｢津軽編覧日記｣ 同年6
月条

虚無僧・六部等、怪しき他国者
追い返し

7月4日（天気不正） 芝居・旅役者送り返し 妻帯居住者送り返し
7月6日 領内安全・悪風退散祈祷 神宮寺支配社家4人 自分物入、7日間
7月7日 守札・託宣書差し上げ 護穀神神楽執行 弘前町名主共

7月11日 天気不正
尾張名古屋染物粉薬売送り返し 丹後者入り交じり可能性 その他他国者送り返し
杣入りにつき 何山差し障りか問い合わせ

7月12日 尾張名古屋染物粉薬売送り返し 鰺ヶ沢出立。旅人入込禁止・送返

7月14日
津梁院・吉祥天女経差し下し 領内諸寺・領民信仰申付 1,120巻
江戸・妙厳院、五穀成就祈祷 守札900枚配付、用水水上にたてる 去年のとおり

7月16日 天気相不正

他所者送り返し 丹後者は勿論、他所者詮議 薬売り、弘前徘徊、町奉
行へ申し付け

鉛山隠れ掘り込み、金山金堀入
り込み
村市村杉伐採差し留め

7月18日 相撲の者送り返し 今朝出立 ｢国日記｣同年8月29日条

7月21日 長勝寺、他国者・虚無僧・六部
詮議 居り合いなし

7月24日 天気相不正
鉛山・金山、山子・金穿いまだ
稼業 金山願提出なし・山子の者、下山

村市村杉伐採、 伐採の事実なし
7月27日 鉛山の手代ほか、下山
8月29日 送り返し相撲人再び入り込み 18日碇ヶ関に送る

表 1  天明 5 年の豊穣祈願と不作回避

典拠のうち、史料名がないのは「国日記｣ 当日条による。

後
日
和
」
と
い
わ
れ
た
丹
後
の
人
が

領
内
に
入
り
込
む
こ
と
で
岩
木
山
が

荒
れ
、
天
候
不
順
を
引
き
起
こ
す
と

い
う
認
識
の
も
と
で
、
度
重
な
る
不

作
回
避
の
祈
念
と
し
て
領
内
の
丹
後

者
の
探
索
と
追
い
払
い
が
繰
り
返
さ

れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
天
明
五
年
の

豊
穣
祈
願
と
不
作
回
避
の
祈
念
を
一

覧
し
た
表
1
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

豊
穣
祈
念
と
し
て
は
「
五
穀
成

就
」
と
「
気
候
調
和
」
あ
る
い
は
「
風

雨
順
時
」
を
理
由
と
し
、
不
作
回
避

の
祈
念
と
し
て
は
「
天
気
不
勝
（
不

正
）」
を
理
由
と
す
る
。
そ
し
て
、

①
豊
穣
祈
念
は
、
ⅰ
．
領
内
寺
社
だ

け
で
な
く
、
ⅱ
．
江
戸
の
津
軽
家
菩

提
寺
の
津
梁
院
、
あ
る
い
は
妙

み
よ
う
ご
ん
い
ん

厳
院

（
寛
永
寺
末
、
湯
島
御
霊
社
并
稲
荷

社
別
当
）
の
祈
祷
や
守
札
配
付
に

よ
っ
て
い
る
。
ま
た
ⅰ
．
領
内
寺
院

は
、
ａ
岩
木
山
を
祀
る
百
沢
寺
・
下

居
宮
、
ｂ
弘
前
に
あ
り
津
軽
氏
の
菩

提
寺
長
勝
寺
の
ほ
か
、
本
行
寺
・
神
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宮
寺
、
ｃ
五
穀
神
、
ｄ
二
社
（「
国
日
記
」
天
明
五
年
六
月
三
十
日
条
で
は
八
幡
宮
・

神
明
宮
）・
四
社
（「
在
国
日
記
」
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
六
月
二
十
二
日
条
で
は
、

広
瀬
明
神
「
赤
石
組
田
ノ
沢
」、
龍
田
明
神
「
長
浜
ノ
内
」、
加
茂
明
神
「
五
本
松
」、

貴
船
明
神
「
野
内
」）
な
ど
で
あ
る
。
②
不
作
回
避
の
祈
念
は
、
丹
後
者
詮
議
と
追

い
払
い
が
主
で
あ
る
。
諸
勧
進
・
六
部
、
と
く
に
芝
居
役
者
に
紛
れ
て
入
り
込
ん
だ

丹
後
者
が
詮
議
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
さ
ら
に
「
天
気
不
勝
」
が
深
刻
化
し
不
作

へ
の
危
機
感
が
募
る
と
、
他
国
者
全
体
の
排
斥
に
立
ち
至
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

表
1
の
天
明
五
年
一
月
四
日
の
百
沢
寺
と
下
居
宮
で
の
「
気
候
調
和
・
五
穀
成

就
」
の
祈
祷
は
、
津
軽
信
明
の
「
在
国
日
記）

12
（

」
天
明
五
年
一
月
四
日
条
に
よ
っ
て
、

一
、
当
年
領
内
気
候
調
和
・
五
穀
成
就
之
祈
祷
ニ
付
、
岩
木
山
鎮
山
之
写
相
認
、

家
老
共
江
渡
し
、
下
居
宮
江
相
納
、
神
主
并
百
沢
寺
両
方
ニ
て
尚
祈
祷
致
候

様
ニ
申
付
候
事
、
尤
右
相
認
候
ハ
二
日
ひ
ら
く
之
日
ニ
付
、
吉
厄
故
、
二
日

ニ
認
置
之
、

と
、「
岩
木
山
鎮
山
之
写
」
を
信
明
自
身
が
認
め
、
そ
れ
を
下お

り
い
の
み
や

居
之
宮
に
奉
納
し
、

同
宮
と
百
沢
寺
で
祈
祷
を
行
う
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
国
日
記
」
天
明
五
年
一
月
四
日
条
で
は
、

一
、
当
年
気
候
調
和
・
五
穀
豊
饒
之
御
祈
祷
書
、
百
沢
并
下
居
之
宮
江
遊
御
納

候
ニ
付
、
御
祈
祷
被
仰
付
候
、
尤
吉
日
ニ
御
納
被
仰
付
候
間
、
吉
日
之
儀
申

出
候
様
、
此
旨
可
被
申
通
旨
、
寺
社
奉
行
江
申
遣
之
、

と
「
在
国
日
記
」
の
「
岩
木
山
鎮
山
之
写
」
と
は
、
信
明
自
筆
の
「
御
祈
願
書
」
で

あ
っ
て
、
こ
の
祈
祷
そ
の
も
の
が
信
明
の
直
接
の
下
命
に
よ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
2
）「
護
穀
大
妙
神
」
の
祭
祀
を
め
ぐ
っ
て

　

ま
た
、「
国
日
記
」
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
一
月
三
十
日
条
の
「
護
穀
大
妙
神
」

（「
護
穀
神
」
あ
る
い
は
「
五
穀
神
」）
と
は
、「
国
日
記
」
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）

十
一
月
十
二
日
条
に
江
戸
で
の
五
穀
成
就
の
修
法
に
よ
っ
て
国
許
に
下
さ
れ
、
住
吉

宮
に
勧
請
さ
れ
て
山
村
伊
勢
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
「
護
穀
神
像
」
を
祀
る

も
の
で
あ
る）

13
（

。「
国
日
記
」
寛
延
三
年
十
一
月
二
十
四
条
の
「
江
戸
播
隨
院
囗
上
之

趣
」
で
は
、「
護
穀
神
守
法
」
を
江
戸
の
播
随
院
（
京
都
知
恩
院
末
寺
、
浄
土
宗
）

が
行
い
国
許
に
下
し
、
翌
年
に
堂
社
を
建
て
「
御
郡
内
五
穀
成
就
守
護
神
」
と
し
て

祀
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
社
殿
の
建
立
場
所
と
そ
の
絵
図
の
提
出
な
ど
の
ほ
か
、

一
、
御
城
よ
り
東
南
之
方
、
繁
栄
可
致
場
所
江
最
初
は
手
軽
小
社
御
建
立
之
事
、

一
、
祭
日
書
付
は
尊
像
入
候
箱
之
内
に
有
之
候
事
、

一
、
明
春
雪
消
、
護
穀
神
祠
軽
取
建
安
置
被
仰
付
之
候
、
依
之
祠
建
候
場
所
并

小
社
之
差
図
入
用
共
吟
味
致
、
絵
図
差
出
候
様
、

一
、
右
護
穀
神
祠
建
立
ニ
付
、
御
郡
内
五
穀
成
就
守
護
神
安
置
被
仰
付
候
ニ
付
、

　

右
寄
附
料
三
ヶ
一
は
上
よ
り
、
二
は
御
家
中
・
町
在
よ
り
寄
附
被
仰
付
候

間
、
右
之
趣
沙
汰
可
有
之
、

一
、
毎
年
二
月
十
五
日
・
九
月
十
五
日
、
五
穀
成
就
・
国
家
豊
饒
縁
起
之
御
神

事
、
軽
執
行
被
仰
付
之
、
右
御
神
楽
料
、
前
例
引
合
可
被
申
出
候
、
勿
論
五

穀
成
就
繁
昌
第
一
ニ
候
、
町
・
在
々
之
者
共
迄
も
志
次
第
参
詣
致
せ
候
様
、

寄
附
に
よ
る
小
社
の
取
立
と
毎
年
二
月
十
五
日
・
九
月
十
五
日
の
二
度
の
神
事
の
執

行
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
国
日
記
」
天
明
五
年
一
月
三
十
日
条
で
は
、「
以
来
四
時

之
御
神
事
被
仰
付
候
」
と
し
て
、
春
二
月
十
五
日
の
「
鍬
初
之
祭
」、
夏
四
月
十
五

日
の
「
風
雨
和
順
之
祭
」、
秋
九
月
十
五
日
の
「
刈
取
之
祭
」、
冬
十
一
月
十
五
日
の

「
新
嘗
之
祭
」
を
行
う
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
神
事
を
遂
行
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す
る
た
め
必
要
な
こ
と
と
し
て
、
次
を
あ
げ
て
い
る
。

一
、
是
迄
二
月
・
九
月
両
度
御
神
事
被
仰
付
罷
在
候
由
、
以
来
御
止
被
仰
付
、

新
ニ
別
紙
申
出
之
通
、
四
時
之
御
神
事
ニ
被
仰
付
候
様
、
尤
古
来
為
御
神
楽

料
壱
ヶ
度
銭
百
目
外
、
御
最
花
金
百
疋
被
仰
付
候
処
、
其
後
段
々
御
減
少
ニ

相
成
、
当
時
金
弐
歩
と
銭
弐
文
目
相
渡
候
由
、
然
は
此
度
重
可
被
仰
付
旨
御

座
候
間
、
古
来
之
通
可
被
仰
付
候
哉
、

一
、
右
御
神
事
之
節
、
古
来
寺
社
奉
行
・
御
目
付
出
席
仕
、
諸
組
足
軽
張
番
被

仰
付
候
由
、
近
年
御
止
被
仰
付
候
ニ
付
、
以
来
古
来
之
通
可
被
仰
付
候
哉
、

一
、
在
方
よ
り
差
上
候
神
楽
之
儀
は
是
迄
之
通
五
月
・
八
月
両
度
差
上
可
申
と

奉
存
候
、

一
、
八
月
十
五
日
は
護
穀
神
降
臨
之
日
ニ
相
当
候
ニ
付
、
弘
前
町
中
御
神
燈
明

候
様
、
先
年
被
仰
付
候
由
御
座
候
得
共
、
八
月
は
八
幡
宮
御
祭
礼
相
当
申
候

間
、
社
司
相
尋
候
処
、
別
ニ
以
来
五
月
十
四
日
之
宵
、
弘
前
町
中
御
神
燈
明

候
様
可
被
仰
付
哉
之
旨
申
出
候
間
、
祭
事
賑
ニ
相
行
候
様
被
仰
付
度
奉
存
候
、

点
羽
、
四
月
十
五
日
は
御
神
事
被
仰
付
候
ニ
付
、
此
月
御
神
燈
明
候
様

可
被
仰
付
候
哉
之
旨
御
尋
被
仰
付
候
ニ
付
、
社
司
又
々
相
尋
候
処
、
日

は
十
五
日
御
座
候
得
共
、
何
月
ニ
而
も
宜
御
座
候
之
旨
申
出
候
間
、
四

月
十
四
日
之
宵
御
神
燈
明
候
様
被
仰
付
候
様
奉
存
候
、

　

右
之
通
被
仰
付
候
得
は
弥
下
々
も
信
心
可
仕
と
奉
存
候
、
尤
も
十
五
日
ニ
は

在
方
よ
り
神
楽
差
上
申
候
、（
以
下
、
略
）

　

山
村
伊
勢
は
、
藩
に
よ
る
豊
穣
祈
願
に
よ
る
五
穀
社
神
事
の
拡
大
に
つ
い
て
、
ま

ず
は
神
事
へ
の
寺
社
奉
行
等
の
参
加
と
神
楽
料
や
最
花
銭
の
増
加
な
ど
、「
古
来
之

通
」
の
扱
い
と
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
求
を
審
議
し
た
四
奉
行
の
「
沙
汰
」
で
は
、「
此
度
格
段
重
御
神
事

被
仰
付
、
五
穀
豊
饒
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
郡
奉
行
申
出
之
通
、
渡
方
被
仰
付
候
様
可

申
上
候
得
共
、
一
躰
御
定
大
社
五
拾
目
・
小
社
四
拾
目
御
座
候
、
右
格
ニ
も
相
成
申

間
敷
と
奉
存
候
間
、
大
社
之
格
を
以
、
銭
五
拾
目
外
、
為
御
最
花
金
百
疋
充
、
以
来

御
定
渡
被
仰
付
」
と
い
う
意
見
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
山
村
伊
勢
が
神
事
執
行

を
理
由
に
求
め
た
の
は
、
弘
前
藩
領
内
の
「
大
社
」
と
同
等
の
神
楽
料
と
最
花
金
で

あ
り
、
神
事
へ
の
寺
社
奉
行
以
下
の
臨
席
要
求
と
も
合
わ
せ
、
そ
の
目
的
は
、
当
初

「
小
社
」
と
し
て
始
ま
っ
た
護
穀
社
の
「
大
社
」
へ
の
上
昇
の
実
現
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
四
奉
行
沙
汰
は
そ
れ
を
「
格
」
と
し
て
認
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
は
、
住
吉
社
と
護
穀
社
は
社
司
山
村
伊
勢
が
唯
一
神
道
で
祀
り
、
寺
社
奉
行

の
直
接
支
配
下
に
あ
っ
た
が
、
弘
前
藩
の
神
道
組
織
は
両
部
神
道
で
あ
り
最
勝
院
と

社
家
頭
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
。
こ
の
た
め
宝
暦
以
来
、

山
村
伊
勢
は
両
部
神
道
組
織
か
ら
の
離
脱
を
求
め
て
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に

は
山
村
伊
勢
・
和
泉
父
子
が
吉
田
家
へ
越
訴
に
及
ぶ
な
ど
両
部
神
道
に
属
す
る
最
勝

院
・
社
家
頭
と
の
間
で
数
次
に
亘
り
衝
突
を
起
こ
し
て
い
る）

14
（

。
こ
う
し
た
経
緯
は
あ

る
も
の
の
、
な
お
両
部
神
道
に
よ
る
神
道
組
織
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

山
村
伊
勢
に
と
っ
て
、
天
明
五
年
の
藩
に
よ
る
護
穀
社
神
事
の
拡
大
は
絶
好
の
社
格

上
昇
の
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
る
神
道
組
織
の
混
乱
は
見
出
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く

ま
で
も
藩
、
実
際
は
在
国
中
の
信
明
の
意
志
、
す
く
な
く
と
も
了
解
の
許
に
指
示
さ

れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
在
国
日
記
」
で
は
、
天
明
五
年
一
月
二
十
一
日
条
に
「
○
郡

奉
行
よ
り
護
穀
神
江
神
楽
差
上
度
旨
伺
申
付
、
則
右
縁
起
も
山
村
伊
勢
よ
り
書
出
相

添
申
出
候
ニ
付
、
伺
之
通
申
付
候
事
、」
と
、
同
社
の
縁
起
が
社
司
山
村
伊
勢
か
ら
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差
し
出
さ
れ
て
お
り
、
同
二
十
九
日
に
は
同
社
の
神
馬
に
つ
い
て
同
様
に
申
し
出
が

あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
天
明
五
年
の
護
穀
社
に
よ
る
祈
願
神
事
の
拡
大
は
、
藩

主
信
明
の
意
向
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
大
社
」
と
し
て
の
格
の
上
昇
を
図

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
を
契
機
と
し
て
神
道
組
織
か
ら
の
逸
脱
を
直
接
の

目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
と
言
え
よ
う
。

二
、
持
ち
込
ま
れ
る
豊
穣
へ
の
祈
念
と
葛
藤

（
1
）「
吉
祥
天
女
経
」
読
誦
を
め
ぐ
っ
て

　

領
内
の
五
穀
成
就
と
除
災
の
た
め
に
、
領
外
か
ら
新
た
な
神
意
を
迎
え
る
こ
と
の

初
め
と
し
て
、『
御
用
格）

15
（

』
寛
政
本
の
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
七
月
の
「
御お

み
お
ぶ
と

緒
太
」

の
領
内
巡
回
が
あ
る
。
た
だ
し
、「
津
軽
編
覧
日
記）

16
（

」
で
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）

五
月
二
十
七
日
と
し
て
い
る
。
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に
山
村
伊
勢
に
よ
っ
て
記

さ
れ
た
「
稲
荷
宮
・
住
吉
社
・
護
穀
神
・
御
緒
太
四
社
万
留
書）

17
（

」
で
は
、
延
享
四
年

（
一
七
四
七
）
に
京
都
吉
田
家
か
ら
鎮
札
と
と
も
に
「
天
子
御
緒
太
」
が
も
た
ら
さ

れ
、
そ
の
際
に
は
①
元
禄
期
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
以
来
の
蔵
元
で
あ
る
茨
木

屋
安
五
郎
が
入
手
し
て
弘
前
藩
主
の
閲
覧
を
経
て
国
許
に
渡
っ
た
こ
と
、
②
さ
ら

に
、
吉
田
家
の
鎮
札
に
よ
っ
て
「
豊
作
之
吉
例
之
御
宝
物
」
と
し
て
の
権
威
づ
け
が

図
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
新
た
な
神
意
の
導
入
は
、
安
永
期
（
一
七
七
二
〜
八
一
）
に
加
速
す
る
。

安
永
元
年
、
近
衛
家
は
「
御
分
家
」
で
あ
る
津
軽
家
が
「
先
年
地
震
以
来
、
凶
作
・

火
事
等
」
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
御
気
ノ
毒
」
に
思
い
「
御
守
札
・
御
供
物
」

を
下
賜
し
た）

18
（

。
そ
れ
ら
は
、
住
吉
宮
と
領
内
各
組
に
分
配
奉
納
さ
れ
て
い
る
。『
新

撰
陸
奥
国
誌）

19
（

』
か
ら
明
治
初
年
段
階
の
旧
弘
前
藩
領
各
神
社
の
「
田
扇
」「
鳴
弦
守
」

「
祓
」
の
記
述
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
七
代
藩
主
信
寧
が
主
体
と
な
っ
て
、「
田
扇
」

「
鳴
弦
守
」「
祓
」
な
ど
を
神
意
の
象
徴
、
除
災
と
豊
穣
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
領

内
へ
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る）

20
（

。
つ
ま
り
、
儀
礼
を
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

領
内
の
除
災
と
豊
穣
が
神
意
と
し
て
約
束
さ
れ
る
が
、
藩
主
の
役
割
は
そ
う
し
た
神

意
を
領
内
に
招
来
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
藩
主
を
神
意
を
得
る
た
め
の
媒
介
者

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
新
た
な
神
意
は
そ
う
し
た
支
配
編
成
の
論
理
と
は
別
の
所
で
予
期
し
な

い
調
整
を
必
要
と
し
た
。「
国
日
記
」
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
四
月
十
七
日
条
の

「
郡
奉
行
申
出
」
で
は
、

一
、
郡
奉
行
申
出
候
、
護
穀
神
江
年
々
在
方
よ
り
五
月
朔
日
・
八
月
昨
日
両
度

神
楽
差
上
候
得
共
、
上
之
御
神
事
四
時
共
ニ
十
五
日
ニ
被
仰
付
候
ニ
付
、
在

方
よ
り
神
楽
も
十
五
日
差
上
候
儀
、
先
達
而
申
上
候
所
、
五
月
十
五
日
ハ

所
々
恒
例
之
神
事
御
座
候
ニ
付
、
社
人
不
足
ニ
而
差
支
之
旨
申
出
候
、
八
月

十
五
日
右
同
様
御
座
候
間
、
在
方
之
神
楽
は
是
迄
之
通
、
両
度
共
朔
日
差
上

候
様
可
仕
旨
奉
存
候
、
右
之
趣
御
聞
届
被
仰
付
度
旨
申
出
之
、
監
物
江
達
之
、

　

伺
之
通
申
付
旨
申
遣
之
、

　

護
穀
神
へ
の
神
楽
奉
納
は
五
月
と
八
月
の
十
五
日
と
な
り
、
神
事
と
重
な
る
た
め

に
こ
れ
ま
で
の
通
り
五
月
と
八
月
の
各
一
日
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
理
由
は
、「
社
人
不
足
」
と
し
て
い
る
が
、『
奥
民
図
彙）

18
（

』
に
記
さ
れ
る
同
時
期
の

弘
前
の
年
中
行
事
で
は
、
五
月
十
五
日
に
は
八
幡
宮
の
神
楽
、
八
月
十
五
日
に
は
八

幡
宮
祭
礼
が
あ
り
神
楽
も
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
藩
政
期
に
は
も
っ
と
も
重
要
と
さ
れ

た
八
幡
宮
の
祭
事
と
神
楽
奉
納
に
重
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
競
合
す
る
か
の
よ
う
な
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護
穀
社
で
の
神
楽
奉
納
を
回
避
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
豊
穣
祈
願
を
理
由
と
す
る
新
た
な
勧
請
や
神
事
規
模
の
拡
大
は
、
宗
派

の
教
義
に
関
わ
れ
ば
深
刻
な
摩
擦
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
国

日
記
」
天
明
五
年
七
月
十
四
日
条
の
、
上
野
津
梁
院
が
藩
か
ら
の
願
い
を
い
れ
て
写

経
し
た
「
吉
祥
天
女
経）

21
（

」
の
領
内
へ
の
配
付
の
一
件
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
津
梁
院

が
弘
前
藩
領
の
五
穀
豊
穣
の
祈
祷
を
行
い
守
札
を
授
け
る
こ
と
は
、「
国
日
記
」
天

明
五
年
二
月
十
三
日
条
で
津
梁
院
が
七
日
間
の
祈
祷
を
行
い
、「
御
守
札
」
と
し
て

「
木
札
弐
枚
、
紙
御
札
八
百
三
十
枚
・
千
手
尊
御
影
八
千
四
百
枚
」
を
国
許
に
下
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
木
札
二
枚
は
「
御
前
」、
す
な
わ
ち
信
明
に
上
呈

さ
れ
、
紙
御
札
は
領
内
一
村
に
一
枚
ず
つ
、
不
足
分
は
千
手
尊
御
影
で
補
う
。
そ
の

千
手
尊
御
影
は
一
村
に
十
枚
ほ
ど
配
付
し
、
し
か
る
べ
き
田
畑
に
立
て
置
く
こ
と
と

し
て
い
る
。
な
お
、
同
日
条
で
は
湯
島
の
妙
厳
院
か
ら
の
五
穀
成
就
の
御
守
札
九
百

枚
に
つ
い
て
、
用
水
の
水
上
に
去
年
同
様
に
立
て
置
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

祈
祷
と
御
守
札
の
配
布
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
津
梁
院
の
江
戸
に
お
け
る
津
軽
家

の
菩
提
寺
と
し
て
の
卓
越
し
た
地
位
か
ら
も
、
領
内
の
他
の
社
寺
と
の
間
で
祈
祷
や

供
養
を
め
ぐ
っ
て
の
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
藩
は
「
国
日

記
」
天
明
五
年
七
月
十
四
日
条
に
お
い
て
、「
吉
祥
天
女
経
」
の
領
内
寺
院
・
僧
侶

へ
の
一
巻
ず
つ
の
配
付
と
、
な
る
べ
く
、
と
は
し
な
が
ら
毎
日
二
か
ら
三
回
の
声
を

出
し
て
経
文
を
読
む
読ど

く
じ
ゆ誦

を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
る
。

一
、
御
国
元
打
続
不
作
、
其
上
去
々
年
大
凶
作
、
此
末
作
躰
御
太
切
至
極
ニ
付
、

所
々
江
五
穀
成
就
之
御
祈
祷
被
仰
付
候
得
共
、
猶
又
此
度
津
梁
院
江
吉
祥
天

女
経
出
来
方
御
頼
被
仰
入
所
、
千
百
弐
拾
巻
出
来
参
候
間
、
追
而
光
俣
又
左

衛
門
出
立
之
節
、
御
預
可
被
差
下
候
、
右
経
之
儀
は
御
郡
中
寺
院
之
僧
侶

銘
々
江
壱
巻
宛
御
渡
被
成
、
為
五
穀
成
就
、
一
日
両
・
三
度
宛
可
成
た
け
読

誦
致
候
様
、
尤
右
寺
院
之
内
宗
旨
違
、
彼
是
ニ
而
不
得
心
之
僧
侶
も
可
有
之

哉
、
右
之
義
は
宗
旨
違
等
ニ
不
構
儀
、
何
れ
御
郡
中
一
統
厚
信
心
致
、
読
誦

致
候
様
被
仰
付
候
、
若
又
右
僧
侶
不
足
ニ
而
経
数
ニ
行
足
不
申
候
ハ
ヽ
寺
院

ニ
も
不
限
、
御
家
中
・
在
町
ニ
而
も
信
仰
之
者
有
之
候
ハ
ヽ
壱
巻
宛
被
下
置

候
様
被
仰
付
候
間
、
右
頂
戴
之
も
の
共
は
前
書
之
通
、
日
々
可
成
丈
読
誦
致

候
様
被
仰
付
候
、
尤
右
経
之
内

表
紙
之
分
は
其
寺
院
和
尚
と
歟
、
何
れ
重

立
候
僧
江
相
渡
、
其
外
俗
家
に
而
も
重
立
候
者
共
江
御
渡
被
成
候
様
被
仰
付

候
之
間
、
夫
々
取
計
相
渡
候
様
可
被
仰
付
候
、

こ
れ
を
承
け
て
、「
国
日
記
」
天
明
五
年
八
月
七
日
条
で
は
寺
社
奉
行
に
「
覚
」
の

形
で
、
同
八
月
二
十
三
日
条
で
は
目
付
触
で
同
趣
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
寺
社
奉
行

へ
の
「
覚
」
は
七
月
十
四
日
条
と
ほ
ぼ
同
文
で
、
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
弘
前
藩
は
五
穀
成
就
之
祈
祷
の
上
、
津
梁
院
に
依
頼
し
て
「
吉
祥
天
女
経
」

一
一
二
〇
巻
を
写
経
し
て
国
許
に
下
し
た
。

②
領
内
の
寺
院
・
僧
侶
に
一
巻
ず
つ
下
げ
渡
す
の
で
、
五
穀
成
就
の
た
め
出
来

る
だ
け
一
日
に
二
・
三
度
、
読
誦
す
る
こ
と
。

③
宗
旨
違
い
な
ど
を
理
由
に
読
誦
し
な
い
僧
侶
を
「
不
得
心
」
と
し
て
、
領
内

す
べ
て
で
の
信
心
を
命
じ
る
。

④
僧
侶
が
不
足
す
る
場
合
は
、
家
中
・
在
町
を
問
わ
ず
、
信
仰
の
厚
い
者
に
一

巻
を
与
え
読
誦
さ
せ
る
こ
と
。

　

八
月
二
十
三
日
条
の
目
付
触
で
は
、
こ
れ
と
は
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
主
に
②
と
③
に
関
わ
っ
て
い
る
〈
傍
線
お
よ
び
（
ａ
）・（
ｂ
）
は
筆
者
〉。

　
　

一
、
御
目
付
触
、
左
之
通
、
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覚

　

御
国
元
打
続
不
作
、
其
上
去
々
年
大
凶
作
、
此
末
作
躰
御
太
切
至
極
ニ
付
、

所
々
江
五
穀
成
就
御
祈
祷
被
仰
付
候
得
共
、
尚
ま
た
江
戸
表
津
梁
院
ニ
お
ゐ

て
吉
祥
天
女
経
出
来
方
御
頼
被
仰
入
、（
ａ
）
此
度
被
差
下
御
郡
中
寺
院
之

僧
侶
并
俗
家
ニ
而
も
宗
旨
違
等
ニ
不
構
信
仰
之
者
江
被
下
置
候
、
依
之
寺
院

之
僧
侶
江
相
渡
候
、
残
経
御
家
中
并
町
在
ニ
而
も
信
仰
之
者
江
被
下
置
、
併

（
ｂ
）
不
心
得
ニ
而
は
却
而
麁
末
ニ
相
成
、
勿
論
経
数
も
引
足
不
申
候
之
間
、

厚
信
仰
之
者
江
計
被
下
置
候
、
尤
右
経
最
勝
院
・
薬
王
院
江
相
渡
置
候
間
、

寺
社
奉
行
承
合
、
右
両
寺
よ
り
致
頂
戴
候
様
、
町
在
之
分
は
、
右
望
之
者
名

前
相
調
、
寺
社
奉
行
迄
書
出
、
重
立
候
者
差
遣
頂
戴
致
せ
候
様
、
此
旨
向
寄

可
被
申
触
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　

八
月

　
　
　
　
　
　

御
目
付
中

（
ａ
）
で
は
、
僧
侶
・
俗
家
と
も
「
宗
旨
違
等
」
に
は
か
か
わ
ら
ず
と
し
な
が
ら
も
、

経
文
が
下
し
置
か
れ
る
の
は
「
信
仰
之
者
」
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
点
、
②
で
領

内
す
べ
て
の
寺
院
・
僧
侶
を
対
象
と
し
て
、
読
誦
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
と
は

異
な
る
。
ま
た
、
目
付
触
で
経
文
下
賜
の
対
象
が
、「
信
仰
之
者
」
に
限
ら
れ
て
い

る
の
は
、（
ｂ
）
経
文
数
の
不
足
の
う
え
、「
信
仰
之
者
」
以
外
に
下
賜
し
て
も
、「
却

而
麁
末
」
に
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。「
覚
」
の
③
で
は
宗
旨
の
違
い
な
ど
は

認
め
ず
、
日
々
の
読
誦
を
命
じ
て
い
る
。
宗
旨
の
違
い
を
楯
と
し
て
読
誦
を
行
わ
な

い
「
不
得
心
」
を
許
容
し
な
い
姿
勢
で
あ
る
が
、（
ｂ
）
で
は
読
誦
に
不
熱
心
な
「
不

心
得
」
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
寺
社
奉
行
に

宛
て
た
「
覚
」
で
は
、「
吉
祥
天
女
経
」
の
毎
日
の
読
誦
が
強
制
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
目
付
触
で
は
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
に
留
ま
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
2
）
持
ち
込
ま
れ
る
儀
礼
と
生
ま
れ
る
軋
轢

  

寺
社
奉
行
へ
の
「
覚
」
は
、
日
々
の
「
吉
祥
天
女
経
」
の
読
誦
を
仏
教
各
宗
派
の

教
義
に
関
わ
ら
ず
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
目
付
触
で
は
そ
れ
は
奨
励
と
な
っ
た

が
、
熱
心
に
行
わ
な
い
者
は
「
不
心
得
」
と
さ
れ
て
い
る
。
藩
の
意
図
で
は
、
同
経

の
毎
日
の
読
誦
は
、
五
穀
成
就
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
派
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義

を
越
え
て
も
っ
と
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
各
宗
派
に
と
っ

て
は
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
経
典
や
教
義
よ
り
優
位
に
あ
る
も
の
で

は
必
ず
し
も
な
い
。
藩
が
、
各
宗
派
の
教
義
・
経
典
に
よ
り
も
五
穀
成
就
を
招
来
す

る
「
吉
祥
天
女
経
」
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
寺
社
奉
行
へ
の
「
覚
」

が
出
さ
れ
た
時
点
で
は
当
然
と
し
た
背
景
に
は
、
宝
暦
以
来
の
寺
社
の
存
在
意
義
を

め
ぐ
る
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
国
日
記
」
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
五

月
二
十
八
日
条
の
寺
社
奉
行
・
郡
奉
行
・
勘
定
奉
行
・
九
浦
町
奉
行
・
作
事
奉
行
に

渡
さ
れ
た
「
覚
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

22
（

。

　
　

一
、
今
日
相
渡
候
書
付
、
左
之
通
、

　
　
　
　
　
　

覚

　

凡
而
御
政
事
之
儀
は
、
天
下
一
統
、
無
差
別
国
民
撫
育
之
外
大
事
有
之
間
敷
、

　

撫
育
之
儀
、
又
五
穀
成
就
之
外
他
事
有
之
間
敷
候
、
然
は
耕
作
之
為
天
変
地

夭
之
除
災
は
人
カ
之
及
所
ニ
無
之
と
い
へ
と
も
、
又
能
人
和
之
感
す
る
所
、

依
之
公
辺
御
武
運
長
久
は
勿
論
、
春
秋
旱
雨
之
過
、
不
温
・
冷
湿
・
虫
之
損

害
無
之
事
を
上
御
常
住
、
方
寸
之
間
も
御
祈
念
良
久
、
此
為
ニ
五
山
及
諸
社

被
成
安
置
、
貴
僧
を
請
し
、
高
僧
を
被
置
、
御
分
限
之
高
禄
御
寄
附
有
之
、
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御
崇
敬
不
軽
候
、
依
之
朝
夕
檀
上
之
祈
念
食
事
を
忘
、
国
之
為
、
君
之
為
寸

暇
之
間
、
其
祈
念
を
待
而
可
相
勤
、
怠
無
之
義
理
に
候
処
、
分
而
臨
時
之
御

祈
祷
被
仰
付
候
儀
は
必
竟
賤
家
愚
昧
之
土
民
心
を
宥
、
安
心
之
御
示
別
ニ
御

祈
祷
を
被
仰
出
候
、（
以
下
、
略
）、

「
御
政
治
」
の
本
質
は
「
国
民
撫
育
」
に
あ
り
、
そ
れ
は
五
穀
成
就
を
も
た
ら
す
こ

と
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
、「
天
変
地
夭（

妖
）」

の
除
災
は
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

こ
の
た
め
領
内
で
は
五
山
や
諸
社
を
お
い
て
僧
侶
や
神
官
に
除
災
を
祈
念
さ
せ
る
の

だ
と
い
う
。
極
言
す
れ
ば
、
政
治
は
撫
育
＝
五
穀
成
就
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、

寺
社
の
果
た
す
べ
き
役
は
除
災
祈
念
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
宝
暦
四
年
は
、
乳
井
貢

に
主
導
さ
れ
た
宝
暦
改
革
の
最
中
で
あ
り
藩
へ
の
権
力
集
中
が
甚
だ
し
か
っ
た
。

　

同
様
に
、
天
明
飢
饉
以
来
の
藩
政
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
藩
主
信
明
に

よ
る
強
固
な
政
治
指
導
体
制
が
と
ら
れ
る
な
か
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
八
月
七

日
条
の
寺
社
奉
行
へ
の
「
覚
」
に
も
同
一
の
権
力
的
基
調
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う）

23
（

。
寺
社
奉
行
へ
の
「
覚
」
で
は
、
こ
の
「
吉
祥
天
女
経
」
の
読
誦
を
怠
る

僧
侶
を
「
不
得
心
之
僧
侶
」
と
し
て
い
る
。「
不
得
心
」
は
、
納
得
で
き
な
い
こ
と
、

の
ほ
か
、
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
こ
と
、
の
意
味
で
あ
り
、
宗
派
の
違
い
に
よ
る
忌

避
で
は
な
く
、
藩
か
ら
与
え
ら
れ
た
五
穀
成
就
祈
念
と
い
う
寺
社
が
果
た
す
べ
き
役

＝
道
理
を
果
た
そ
う
と
し
な
い
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
目
付
触
で
は
宗
派
の
違
い
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
で
も
「
信
仰
」
す
る

者
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
不
心
得
」、
つ
ま
り
不
熱
心
の
者
に
経
文
を

与
え
て
も
か
え
っ
て
蔑
ろ
に
す
る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

寺
社
側
は
こ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
吉
祥
天
女

経
」
の
読
誦
を
強
制
す
る
藩
の
方
針
に
明
確
な
拒
否
反
応
を
示
し
た
の
は
、
法
華
経

こ
そ
が
釈
迦
の
本
懐
で
あ
っ
て
最
勝
の
教
義
と
し
、
そ
の
読
経
に
重
き
を
置
く
日
蓮

宗
寺
院
で
あ
る
。
当
然
、
毎
日
の
「
吉
祥
天
女
経
」
の
読
誦
は
、
法
華
経
に
優
位
さ

せ
る
こ
と
に
も
成
り
兼
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
報
恩
謝
徳
の
念
仏
と
仏

の
教
え
を
聴
聞
す
る
聞も

ん
ぼ
う法

を
重
視
し
加
持
祈
祷
を
行
わ
な
い
浄
土
真
宗
の
寺
院
に

と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、「
国
日
記
」
天
明
五
年
十
月
二
十
四
日
条

で
は
、
日
蓮
宗
本
行
寺
（
本
圀
寺
末
、
妙
法
山
妙
覚
院
）
と
浄
土
真
宗
真
教
寺
（
大

谷
派
、
法
輪
山
）
か
ら
疑
義
と
嘆
願
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
）。

一
、
本
行
寺
申
立
候
、
此
度
五
穀
成
就
為
御
祈
祷
、
吉
祥
天
女
経
被
遊
御
下
、

御
領
分
中
諸
寺
院
江
御
渡
被
遊
、
日
々
読
経
仕
候
様
被
仰
付
候
、
乍
去
当
宗

之
儀
は
法
花
経
ハ
鎮
護
国
家
之
大
法
故
、
只
此
経
一
部
現
世
之
御
祈
祷
并
後

生
等
教
化
仕
、
日
本
国
中
流
布
仕
来
候
宗
旨
ニ
御
座
候
、
依
而
ハ
吉
祥
天
女

経
ニ
不
限
、
総
而
法
花
経
よ
り
外
之
諸
相
用
不
申
候
、
尤
以
法
花
経
、
朝
夕
、

五
穀
成
就
御
祈
祷
之
儀
、
尚
此
上
別
而
抽
丹
精
祈
念
仕
候
処
、
拙
寺
并
支
配

江
も
可
申
付
候
、
依
而
吉
祥
天
女
経
之
儀
ハ
被
下
置
候
之
様
奉
願
候
、

一
、
真
教
寺
よ
り
も
右
同
様
願
申
出
之
、
何
れ
も
御
家
老
中
江
相
達
之
、
両
寺

院
願
之
通
被
仰
付
旨
申
遣
之
、

本
行
寺
は
、
日
蓮
宗
は
「
法
花
経
」
を
鎮
護
国
家
の
大
法
と
し
て
、
こ
れ
の
み
に
よ
っ

て
「
現
世
之
御
祈
祷
并
後
生
等
強
化
」
を
図
り
、「
日
本
国
中
」
に
行
わ
れ
て
い
る

教
義
で
あ
る
と
し
て
、「
法
花
経
」
以
外
の
経
は
「
吉
祥
天
女
経
」
だ
け
で
な
く
用

い
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
法
花
経
」
に
よ
っ
て
五
穀
成
就
を
祈
願
す
る

と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
末
尾
の
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、「
吉
祥
天
女
経
」
を
読

誦
し
な
い
と
し
て
い
る
主
張
と
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
部
分
を
、『
御
用
格
』（
寛
政
本
・
下
巻
）
拾
壱　

寺
社　

申
立
之
部
で
の
本
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行
寺
の
申
立
で
み
る
と
左
の
様
に
記
さ
れ
る
（
傍
線
は
筆
者
）。

一
、
本
行
寺
申
立
候
、
此
度
吉
祥
天
女
経
被
遊
御
下
御
領
分
中
諸
寺
院
江
御
渡
、

　

日
々
読
経
仕
候
様
被
仰
付
候
、
乍
去
当
宗
之
儀
ハ
法
花
経
よ
り
外
之
諸
経
ハ

相
用
不
申
候
ニ
付
吉
祥
天
女
経
之
儀
御
免
被
仰
付
度
旨
、
真
教
寺
よ
り
も
同

様
申
出
之
、

　

両
寺
願
之
通
被
仰
付
旨
申
遣
之
、

　
　
　
　

天
明
五
年
十
月
廿
四
日

こ
の
傍
線
部
で
示
し
た
部
分
で
は
、「
吉
祥
天
女
経
」
の
下
賜
は
受
け
な
い
こ
と
を

表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
真
教
寺
も
同
じ
で
あ
る
。
文
面
上
は
、「
吉
祥
天
女
経
之

儀
御
免
被
仰
付
度
」
と
願
い
の
形
で
は
あ
る
が
、
両
宗
派
の
教
義
の
根
幹
に
関
わ
る

問
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
行
寺
に
よ
る
「
拙
寺
并
支
配
」
と
領
内
の
日

蓮
宗
寺
院
全
体
の
あ
り
方
と
し
て
の
藩
へ
の
上
訴
で
は
済
ま
ず
、
こ
の
ま
ま
「
吉
祥

天
女
経
」
読
誦
を
強
制
す
れ
ば
二
つ
の
宗
派
の
本
山
を
巻
き
込
ん
で
の
混
乱
に
も
発

展
し
か
ね
な
い
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る）

24
（

。
こ
の
た
め
、
両
寺
の
願
い

は
藩
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
藩
に
と
っ
て
は
五
穀
成
就
と
い
う
祈
祷
で

あ
っ
て
も
、
不
用
意
に
宗
派
の
教
義
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
形
で
は
強
制
し
得
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
護
穀
社
の
祭
祀
の
拡
充
も
社
司

山
村
伊
勢
に
よ
っ
て
同
社
の
大
社
へ
の
上
昇
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、

既
存
の
神
道
組
織
と
の
摩
擦
を
生
じ
か
ね
な
い
可
能
性
を
常
に
も
っ
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
寺
社
の
役
割
は
藩
主
の
意
志
を
受
け
て
儀
礼

を
執
行
す
る
存
在
で
し
か
な
い
。
ま
さ
に
、
宝
暦
改
革
時
に
示
さ
れ
た
寺
社
の

「
役
」
に
対
す
る
位
置
づ
け
は
、
改
革
が
否
定
さ
れ
る
段
階
に
あ
っ
て
も
踏
襲
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
権
威
化
さ
れ
た
神
意
と
祈
念
の
儀

礼
が
行
わ
れ
て
も
、
社
寺
に
よ
る
祈
祷
体
制
は
維
持
さ
れ
続
け
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ

こ
そ
が
寺
社
が
藩
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
「
役
」
の
本
質
で
あ
り
、
そ
の
「
役
」
の

否
定
は
藩
に
よ
る
寺
社
の
編
成
論
理
の
破
綻
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三
、
豊
穣
と
除
災
の
発
源
者

（
1
）「
在
国
日
記
」
の
な
か
の
「
天
気
不
勝
」

　

こ
う
し
た
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
豊
穣
祈
願
と
不
作
回
避
の
祈
念
の
あ
り
方

に
比
し
て
、
同
様
に
不
作
と
な
っ
た
天
明
八
年（
一
七
八
八
）の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
平
山
日
記
』
天
明
八
年
条
に
よ
る
と
、
同
年
は
春
か
ら
陽
気

に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
四
月
に
は
天
候
が
持
ち
直
し
た
。
苗
の
植
え
付
け
も
順

調
で
、
五
月
九
日
か
ら
田
植
え
も
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
不
順
と
成
り
、

土
用
中
（
六
月
十
五
日
）
に
は
綿
入
を
着
る
あ
り
さ
ま
で
、
人
々
は
凶
作
を
心
配
し

て
い
た
。
早
稲
は
七
月
六
・
七
日
か
ら
出
穂
し
、
七
月
十
四
日
か
ら
は
暑
く
な
っ

た
。
結
局
、
こ
の
年
を
通
じ
て
は
作
相
は
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
自
家
の
蔵

の
普
請
を
し
よ
う
と
し
て
も
人
手
が
な
く
、
仮
子
（
農
村
奉
公
人
）
を
何
人
で
も
良

い
か
ら
雇
傭
し
よ
う
と
し
て
も
、
よ
う
や
く
男
女
あ
わ
せ
六
・
七
人
し
か
雇
え
な

か
っ
た
。
気
候
と
併
せ
労
働
力
不
足
の
た
め
、
悪
作
と
な
り
壱
束
に
つ
い
て
米
五
合

六
・
七
勺
し
か
取
れ
な
か
っ
た
。
と
く
に
米
価
は
安
く
豊
作
で
あ
っ
た
去
年
よ
り
は

随
分
と
難
儀
で
あ
る
。
仮
子
は
天
明
飢
饉
以
前
の
半
分
位
し
か
働
か
ず
、
食
事
も
贅

沢
で
気
ま
ま
さ
は
言
語
に
絶
す
る
と
い
う
。
仮
子
を
雇
傭
す
る
手
作
地
主
の
経
営
は

危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る）

25
（

。

　

表
2
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
も
「
天
気
不
勝
」
を
理
由
と
し
た
祈
祷
は
行
わ
れ
て
い
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表 2  天明 8 年の豊穣祈願と不作回避
月日 理由 内容 対応・儀礼 補足 典拠及び関連事項

3月29日 芝居役者山下幸蔵丹後者、
改名、入り込みにつき

大夫兵三郎戸〆、町目付・町
同心警固急度慎

｢封内事実秘苑｣・｢津
軽編覧日記｣ 同年3月
条・｢国日記｣ 同年3月
30日条・｢封内事実秘
苑｣ 同年4月29日条

6月4日 天気不勝 日和待祈祷、両奉行より伺 梅雨中につき見合わせ 様子次第 ｢在国日記｣

6月4日
天気不勝 丹後者入り込み可能性 送り返し 諸勧進まで詮議 ｢国日記｣ 同日条

青田之内、笛吹停止 家中・召使い、在々浦々
6月6日 天気不勝 丹後者入り込み可能性 送り返し 怪しき者、出家入り人詮議 ｢在国日記｣
6月8日 不勝 日和揚祈祷 此の間、両奉行より伺 差し留め解除 ｢在国日記｣
6月14日 天気不勝 丹後者入り込み可能性 送り返し 諸勧進まで詮議
6月18日 日和揚・五穀成就祈祷、五山 守札差し出し
6月21日 天気不勝 廻米出帆の可否 作躰知れるまで見合わせ ｢在国日記｣
6月22日 天気不勝 日和揚・五穀成就、四社 ｢雑穀日記｣ ｢国日記｣
6月25日 日和揚・五穀成就 神明宮御札

7月1日 天気不勝 岩木嵩湯治人停止に関わらず
参り居る

小屋主のうち三十郎戸〆、他
は慎

8月1日 天気相も不正 岩木嵩湯治、暫く見合わせ 目付覚、百沢寺にも申し遣わす 例年8月から勝手次第湯治許可
8月8日 日和揚・五穀成就 祈祷、様子を見て見合わせ ｢在国日記｣
8月13日 天気不勝 祈祷申付 ｢在国日記｣
8月21日 日和揚・五穀成就、守札差上 下居宮・百沢寺
11月24日 五穀豊作祈祷・大麻差上 三日市大夫次郎 去年之通、城下・在々浦々に渡

典拠のうち、史料名がないのは「国日記｣ 当日条による。

る
。
凶
作
の
深
刻
さ
の
違
い
な
ど
か
ら
天
明
八
年
に
は
記
録
が
少
な
い
た
め
、
簡
単

に
は
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
が
、
天
明
八
年
に
は
、
祈
祷
は
五
山（
真
言
宗
、
最
勝
院
・

百
沢
寺
・
国
上
寺
・
橋
雲
寺
・
久
度
寺
）、
百
沢
寺
、
下
居
宮
、
四
社
、
神
明
宮
な

ど
で
、
天
明
五
年
に
比
較
す
る
と
限
定
さ
れ
た
社
寺
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

祈
祷
を
申
し
付
け
る
際
に
も
か
な
り
慎
重
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。「
在
国
日
記
」
天

明
八
年
六
月
四
日
条
で
は
、

　

○
両
奉
行
よ
り
此
節
天
気
不
勝
ニ
付
、
日
和
待
祈
祷
之
義
、
伺
申
出
候
得
共
、

　

未
梅
雨
中
ニ
候
得
ハ
不
勝
可
有
之
候
間
、
今
暫
見
合
、
様
子
次
第
可
致
旨
申

付
之
、

信
明
は
、
い
ま
だ
梅
雨
の
最
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
天
気
不
勝
」
に
対
す
る
祈
祷

に
つ
い
て
様
子
見
と
す
る
こ
と
を
申
し
付
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
日
後
の
「
在

国
日
記
」
天
明
八
年
六
月
六
日
条
で
は
、

　

○
此
頃
、
兎
角
天
気
不
勝
に
付
、
若
丹
後
者
ニ
て
も
入
候
哉
、
詮
義
致
候
所
、

何
か
怪
敷
者
も
有
之
趣
ニ
付
、
送
返
候
様
申
付
候
由
、
且
出
家
数
人
入
候
由
、

　

是
又
詮
義
申
付
置
候
よ
し
、

信
明
は
「
天
気
不
勝
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
四
日
に
伺
い
が
出
さ
れ
て
い

た
日
和
待
祈
祷
で
は
な
く
、
丹
後
者
の
詮
索
を
先
に
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
丹
後

者
の
領
内
へ
の
存
在
が
直
接
の
「
天
気
不
勝
」
の
原
因
で
あ
り
そ
の
除
去
が
優
先
さ

れ
る
の
に
対
し
て
、
祈
祷
は
あ
く
ま
で
も
「
天
気
不
勝
」
の
解
消
へ
の
祈
願
で
あ
っ

て
原
因
を
除
去
し
た
後
に
再
度
、
神
意
を
頼
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
信
明

は
、「
在
国
日
記
」
天
明
八
年
六
月
八
日
条
で
、
よ
う
や
く
日
和
揚
祈
祷
を
申
し
付

け
て
い
る
。

　

表
1
と
表
2
を
比
較
す
る
と
、
飢
饉
の
脅
威
が
お
さ
ま
ら
ず
凶
作
が
危
惧
さ
れ
た
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天
明
五
年
に
は
、
丹
後
者
の
詮
索
・
排
除
だ
け
で
な
く
、
商
業
・
芸
能
に
関
わ
る
商

人
・
役
者
・
力
士
・
六
十
六
部
な
ど
必
要
と
は
見
な
さ
れ
な
い
他
領
か
ら
の
入
り
込

み
人
、
さ
ら
に
岩
木
山
嵩
・
湯
段
温
泉
へ
の
入
湯
禁
止
、
大
滝
股
へ
の
立
入
禁
止
、

村
市
村
で
の
杉
の
伐
採
差
し
留
め
な
ど
、
岩
木
山
以
外
の
自
然
へ
の
踏
み
入
れ
を
も

含
む
多
様
な
存
在
や
行
為
も
禁
忌
と
し
て
い
る
。

　
「
国
日
記
」
天
明
五
年
三
月
二
十
一
日
条
で
は
、「
天
気
不
勝
」
の
た
め
丹
後
者
送

り
返
し
と
「
諸
勧
進
等
迄
」
の
吟
味
が
目
付
触
と
し
て
出
さ
れ
、
九
浦
町
奉
行
・
郡

奉
行
へ
の
廻
状
で
は
芝
居
役
者
の
う
ち
に
丹
後
者
が
い
な
い
か
調
べ
る
よ
う
に
と
く

に
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、「
両
奉
行
申
出
」
と
し
て
、
次
の
一

条
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

一
、
両
奉
行
申
出
候
、
打
続
天
気
不
勝
ニ
付
、
若
丹
後
者
入
可
罷
有
哉
、
町
在

并
九
浦
共
御
僉
議
被
仰
付
度
奉
存
候
、
在
方
之
儀
、
郡
奉
行
よ
り
可
申
付
と

奉
存
候
、
猶
又
種
蒔
最
中
之
節
、
ケ
様
之
不
勝
ニ
而
は
御
太
切
ニ
御
座
候
間
、

　

百
沢
寺
・
神
宮
寺
両
所
江
日
和
揚
御
祈
祷
被
仰
付
度
、
此
段
奉
伺
旨
申
出
之
、

　

主
水
江
達
之
、
伺
之
通
申
付
旨
申
遣
之
、

「
種
蒔
最
中
」
と
い
う
農
耕
の
過
程
に
見
合
わ
せ
て
、「
天
気
不
勝
」
の
原
因
で
あ
る

丹
後
者
の
詮
議
―
追
い
払
い
だ
け
で
な
く
、
農
事
に
「
御
太
切
」
な
時
期
で
も
あ
る

こ
と
か
ら
日
和
揚
が
百
沢
寺
と
神
宮
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

天
明
八
年
で
は
、
丹
後
者
と
他
領
者
、
と
く
に
役
者
・
六
十
六
部
の
詮
議
と
追
い

払
い
、
岩
木
山
嵩
・
湯
段
温
泉
へ
の
入
湯
禁
止
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
他
領
者
全
体

の
詮
索
・
追
い
払
い
が
、
岩
木
山
に
対
す
る
丹
後
者
の
禁
忌
に
始
ま
る
も
の
な
ら
ば
、

嵩
・
湯
段
へ
の
入
湯
も
ま
た
岩
木
山
へ
の
穢
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

論
理
の
順
か
ら
す
れ
ば
、「
天
気
不
勝
」
を
招
く
も
の
と
し
て
領
内
へ
の
丹
後
者
の

入
り
込
み
と
岩
木
山
の
神
域
へ
の
穢
れ
が
ま
ず
先
行
し
て
忌
避
の
対
象
と
な
り
、
や

が
て
前
者
は
他
領
者
と
く
に
芸
能
者
や
流
浪
の
下
級
宗
教
者
に
お
よ
び
、
後
者
は
山

や
樹
木
の
神
性
一
般
に
対
す
る
侵
害
へ
と
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
言

え
、
現
実
に
は
凶
作
は
数
年
に
も
及
ぶ
こ
と
か
ら
前
年
か
ら
の
忌
避
の
継
続
に
よ
っ

て
、
ま
た
農
耕
過
程
の
進
捗
状
況
に
合
わ
せ
て
、
こ
う
し
た
忌
避
は
重
な
り
合
う
と

と
も
に
、「
天
気
不
勝
」
回
避
の
た
め
の
祈
祷
も
実
際
に
は
同
時
進
行
的
に
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
祈
念
の
発
源
者
と
し
て
の
藩
主

  

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
の
「
護
穀
大
妙
神
」
の
神
事
の
強
化
や
領
内
寺
院
・
僧

侶
等
へ
の
「
吉
祥
天
女
経
」
の
読
誦
の
強
制
は
、
新
た
な
神
意
を
領
内
に
取
り
込
み
、

こ
れ
ま
で
の
祈
祷
に
よ
る
神
意
の
獲
得
に
加
え
て
、「
天
気
不
勝
」
の
克
服
と
五
穀

成
就
と
の
保
障
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
祈
念
の
体
制
の
多
様
化
の
背
景

に
は
、
と
く
に
十
八
世
紀
前
期
以
降
、
凶
作
―
飢
饉
が
恒
常
化
す
る
こ
と
で
そ
れ
ま

で
の
除
災
・
豊
穣
の
祈
念
の
儀
礼
行
為
の
み
で
は
呪
術
と
し
て
の
成
果
を
期
待
し
得

な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
よ
り
権
威
化
さ
れ
た
祈
念
の
儀

礼
が
行
わ
れ
て
も
、
社
寺
に
よ
る
祈
祷
体
制
は
維
持
さ
れ
続
け
る
。
先
に
み
た
様

に
、
そ
れ
こ
そ
が
寺
社
が
藩
に
対
し
て
果
た
す
べ
き
「
役
」
の
本
質
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

同
時
に
、
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
祈
念
の
儀
礼
を
持
ち
込

み
、
除
災
と
豊
穣
を
約
束
す
る
存
在
、
祈
祷
な
ど
に
よ
っ
て
「
天
気
不
勝
」
の
回
避

や
五
穀
成
就
を
発
源
す
る
も
の
は
寺
社
で
は
な
く
、
藩
主
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
寺

社
は
、
そ
の
「
役
」
を
務
め
る
に
過
ぎ
ず
、
神
意
を
迎
え
る
意
志
は
藩
主
に
よ
っ
て
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表
明
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
た
な
祈
祷
や
儀
礼
が
領
内
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
宗
教
組
織
と
の
間
に
摩
擦
を
生
じ
せ
し
め
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
宗
派
の
教
義
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
領
内
寺
院
・
僧

侶
へ
の
「
吉
祥
天
女
経
」
読
誦
の
強
制
に
際
し
て
、
日
蓮
宗
・
浄
土
真
宗
の
寺
院
・

僧
侶
等
が
反
発
し
た
よ
う
な
緊
張
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
各
宗
派
の

教
義
に
踏
み
込
ま
な
い
限
り
に
お
い
て
、
藩
主
は
新
た
な
祈
念
の
儀
礼
を
持
ち
込

み
、
除
災
と
豊
穣
を
約
束
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
教

義
に
触
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
藩
主
は
各
寺
院
の
宗
教
行
事
・
儀
礼
に
、
除
災
と

豊
穣
の
実
現
を
目
的
と
し
て
、
強
権
的
に
介
入
し
規
制
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

弘
前
藩
第
八
代
藩
主
津
軽
信
明
は
、
そ
の
在
国
中
の
日
記
「
在
国
日
記
」
寛
政
三

年
（
一
七
九
一
）
三
月
四
日
条
で
、
坂
元
村
に
所
在
す
る
久
渡
寺
（
弘
前
市
坂
元
）

の
本
尊
の
開
帳
時
期
の
詮
議
を
命
じ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
）。

　

○
久
渡
寺
本
尊
開
帳
之
義
、
兎
角
天
気
も
荒
候
趣
申
伝
も
有
之
、
先
年
は
十

月
頃
有
之
候
由
、
此
度
ハ
三
月
申
付
候
旨
ニ
候
得
共
、
尚
詮
義
致
候
様
申
付

之
、

　

久
渡
寺
は
真
言
宗
智
山
派
、
院
号
は
観
音
院
。
津
軽
三
十
三
観
音
霊
場
第
一
番
札

所
で
あ
り
、
本
尊
は
聖
観
音
菩
薩
で
あ
る
が
、
秘
仏
で
三
十
三
年
に
一
度
開
帳
す
る

こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
寛
政
三
年
が
そ
の
時
に
当
た
っ
て
い
た
。
信
明
は
十
月
が
前

例
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
月
に
開
帳
す
る
こ
と
の
可
否
を
問
う
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
兎
角
天
気
も
荒
候
趣
申
伝
も
有
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
開
帳
の

際
に
は
天
候
が
悪
化
す
る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
を
信
明
が
聞
き
留
め
た
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
四
日
後
に
は
、
詮
議
を
申
し
付
け
ら
れ
た
「
四
奉
行
」
が
開
帳

を
十
月
へ
と
延
期
と
し
た
こ
と
が
家
老
津
軽
多
膳
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
「
在
国
日
記
」
寛
政
三
年
三
月
八
日
条
で
は
、
四
日
条
で
の
延
期
の
理
由
に
つ
い

て
補
足
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
）。

一
、
多
膳
よ
り
書
役
ヲ
以
、
此
間
詮
義
申
付
候
久
渡
寺
開
帳
之
義
、
尚
四
奉
行

沙
汰
申
付
候
所
、　

当
正
月
願
之
通
申
付
候
得
共
、
此
頃
天
気
不
勝
に
て
農

業
之
後
レ
に
も
可
相
成
候
間
、
開
帳
之
義
已
前
之
通
十
月
申
付
、
法
式
計
修

行
致
候
様
沙
汰
申
出
之
通
申
付
之
、

　

信
明
が
開
帳
を
延
期
さ
せ
た
直
接
的
な
理
由
は
、「
此
頃
天
気
不
勝
」
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
こ
の
ま
ま
「
天
気
不
勝
」
が
続
け
ば
、
や
が
て
「
農
業
之
後
レ
」、
す

な
わ
ち
農
耕
遅
滞
と
な
り
、
結
局
不
作
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
信
明
の
危
惧
を
受
け
て
実
際
に
久
度
寺
に
開
帳
の
延
期
を
命
じ
た

「
国
日
記
」
寛
政
三
年
三
月
八
日
条
の
「
四
奉
行
申
出
」
で
は
、
こ
の
間
の
経
緯
に

触
れ
て
い
る
（
傍
線
は
筆
者
）。

　
　

一
、
四
奉
行
申
出
、
左
之
通
、

　

久
度
寺
正
観
音
、
先
年
開
帳
よ
り
、
当
亥
年
迄
三
拾
三
年
ニ
相
成
候
ニ
付
、

往
古
之
通
開
帳
被
仰
付
度
旨
、
当
正
月
、
同
寺
願
之
通
被
仰
付
候
処
、
先
年

も
四
月
上
旬
よ
り
開
帳
之
儀
申
出
候
得
共
、
差
障
之
儀
御
座
候
ニ
付
、
法
式

計
執
行
致
候
様
被
仰
付
、
開
帳
之
儀
は
十
月
ニ
至
被
仰
付
候
間
、
此
度
も
一

端
被
仰
付
候
儀
御
座
候
得
共
、
頃
日
ニ
至
り
天
気
不
勝
ニ
御
座
候
間
、
農
事

後
之
願
ニ
相
成
候
間
、
開
帳
之
儀
は
御
差
留
被
仰
付
、
法
式
計
執
行
致
候
様
、

　

開
帳
之
儀
は
先
年
之
通
十
月
開
帳
被
仰
付
候
様
申
出
之
、
申
出
之
通
申
付
旨

申
達
之
、

　

久
度
寺
の
正
観
音
の
三
十
三
年
目
の
開
帳
に
つ
い
て
、
前
回
（
三
十
三
年
前
）
は

四
月
上
旬
に
開
帳
を
申
し
出
た
が
「
差
障
」
が
生
じ
た
の
で
十
月
と
な
っ
た
。「
差
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障
」
は
、「
在
国
日
記
」
寛
政
三
年
三
月
四
日
条
で
信
明
が
危
惧
し
た
「
兎
角
天
気

も
荒
候
趣
申
伝
も
有
之
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
申
し
出
通

り
三
月
の
開
帳
を
認
め
た
も
の
の
、
再
審
理
と
な
り
前
回
と
同
じ
く
十
月
開
帳
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
在
国
日
記
」
寛
政
三
年
三
月
十
四
日
条

を
検
討
し
た
い
。

　

○
久
渡
寺
よ
り
自
分
物
入
り
以
五
穀
成
就
之
義
願
相
済
居
候
ニ
付
、
開
帳
ハ

差
延
候
而
も
当
十
五
日
よ
り
三
七
日
之
内
修
行
致
候
旨
申
出
并
開
帳
差
延
候

ニ
付
、
法
式
之
義
も
十
月
開
帳
之
節
修
行
之
義
度
申
出
、
聞
届
、

こ
の
条
を
さ
ら
に
勘
案
す
る
と
、
こ
の
久
度
寺
の
開
帳
を
め
ぐ
る
一
件
か
ら
、
ａ
久

渡
寺
か
ら
の
三
月
の
開
帳
願
い
は
一
月
に
あ
り
そ
の
際
に
は
許
可
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
ｂ
三
月
に
信
明
が
「
兎
角
天
気
も
荒
候
趣
申
伝
も
有
之
」
と
い
う
伝
承
を
理

由
に
再
僉
議
を
申
し
付
け
た
。
そ
れ
は
、
ｃ
「
天
気
不
勝
」
が
問
題
で
あ
り
、「
農

業
之
後
レ
」
＝
農
耕
過
程
の
遅
れ
と
な
り
不
作
に
結
果
す
る
と
い
う
懸
念
か
ら
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ｄ
「
国
日
記
」
寛
政
三
年
三
月
八
日
条
で
は
十
月
開
帳
の
申
し

付
け
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ｅ
信
明
が
十
月
開
帳
を
了
解
し
た
の
は
三
月
十
四
日

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

こ
れ
ら
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、「
天
気
不
勝
」
の
最
終
的
な
認
定
と
そ
の
こ
と

に
よ
る
不
作
忌
避
の
意
志
の
発
源
は
藩
主
信
明
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
執
行
は
意
を
受
け
た
家
老
・
四
奉
行
が
行
い
、
そ
の
結
果

を
報
告
す
る
。
そ
れ
は
事
後
報
告
で
よ
く
、
藩
主
は
そ
れ
を
了
解
す
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
天
気
不
勝
」
に
対
し
て
そ
の
原
因
を
除
去
す
る
こ
と
を
発
源
す
る

の
は
藩
主
の
権
能
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
信
明
の
場
合
、
天
明
飢
饉
直
後
と
い
う
こ

と
も
あ
り
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
在
府
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
「
天
気

不
勝
」
で
不
作
が
危
惧
さ
れ
る
場
合
に
は
自
ら
発
源
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

入
部
以
前
の
「
国
日
記
」
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
四
月
二
十
八
日
条
で
み
た
上
野

津
梁
院
か
ら
の
「
地
蔵
尊
御
影
」・「
堅
牢
地
神
御
影
」
の
配
布
、
餓
死
者
供
養
の
た

め
の
「
加
持
土
砂
」
の
手
配
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
信
明
に

特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

天
候
の
み
な
ら
ず
、
何
ら
か
の
異
常
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
正
常
な
状
態
に
戻

す
た
め
に
領
内
各
寺
社
に
祈
祷
を
命
ず
る
こ
と
は
藩
政
期
を
通
じ
て
一
般
に
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
り
、「
天
気
不
勝
」
に
際
し
て
の
日
和
揚
げ
も
そ
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

丹
後
者
の
詮
索
と
追
い
払
い
は
、
史
料
上
の
初
見
は
「
国
日
記
」
元
文
五
年
（
一
七

四
〇
）
七
月
一
日
条
の
尾
太
鉱
山
支
配
人
・
御
用
達
商
人
宮
崎
忠
兵
衛
に
よ
る
「
丹

後
者
」
の
入
り
込
み
の
風
聞
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
八
世
紀
以
降
、
丹
後
日

和
に
よ
る
人
と
船
の
改
め
が
領
民
と
湊
だ
け
で
は
な
く
、
隆
盛
期
の
銅
鉛
鉱
山
の
支

配
統
制
、
領
民
掌
握
に
大
き
な
効
力
を
発
揮
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る）

26
（

。
し
か
し
、

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
は
、「
天
気
不
勝
」
の
祈
祷
だ
け
で
な
く
、
護
穀
神
の

勧
請
や
各
宗
派
の
教
義
と
摩
擦
を
生
ず
る
よ
う
な
豊
穣
を
約
束
す
る
経
典
さ
え
も
持

ち
込
ん
で
ま
で
豊
穣
を
得
よ
う
と
し
、
丹
後
者
だ
け
で
な
く
芸
能
者
や
流
浪
の
宗
教

者
、
さ
ら
に
は
他
領
者
全
体
を
も
「
天
気
不
勝
」
の
原
因
と
し
て
詮
索
し
追
い
払
う

ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
天
明
飢
饉
直
後
と
い
う
特
別
な
事
情
が
背

景
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た
展
開
へ
と
導
い
た
も
の
と
し
て
、

十
八
世
紀
中
期
を
画
期
と
す
る
一
連
の
過
程
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
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そ
の
最
初
の
も
の
は
、
前
述
の
京
都
か
ら
蔵
元
茨
木
屋
安
五
郎
に
よ
っ
て
藩
主
信

寧
に
献
上
さ
れ
た
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
「
御
緒
太
」
の
領
内
順
行
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
同
四
年
（
四
七
）
に
も
京
都
吉
田
家
か
ら
「
天
子
御
緒
太
」
が
「
豊
作
之

吉
例
之
御
宝
物
」
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
の

護
穀
神
の
勧
請
へ
と
続
く
。
こ
う
し
た
新
た
な
豊
穣
祈
念
の
導
入
の
背
景
に
は
、
元

文
期
（
一
七
三
六
〜
四
一
）
に
は
「
き
き
ん
と
申
ニ
も
無
御
座
」
き
状
況
な
の
に
、

不
作
が
続
き
困
窮
し
飢
民
と
な
る
者
が
続
出
し
、
や
が
て
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

に
は
飢
饉
と
な
っ
て
多
く
の
餓
死
者
を
出
す
に
い
た
っ
た
こ
と
が
あ
る）

27
（

。
凶
作
―
飢

饉
が
恒
常
化
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
除
災
・
豊
穣
の
祈
念
の
儀
礼
行
為
の
み
で

は
呪
術
と
し
て
の
成
果
を
期
待
し
得
な
く
な
り
、
新
た
な
豊
穣
へ
の
祈
念
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

不
作
忌
避
―
豊
穣
祈
念
の
発
源
者
と
し
て
の
藩
主
の
位
置
づ
け
は
、
こ
の
よ
う
に

信
明
の
み
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
七
代
信
寧
に
そ
の
萌
芽
を
見
る
こ
と

が
で
き
る）

28
（

。
信
明
は
天
明
飢
饉
後
の
な
お
不
安
定
な
自
然
状
況
を
乗
り
越
え
、
飢
餓

へ
の
払
拭
を
図
る
為
に
、
そ
う
し
た
発
源
者
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
つ
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
と
く
に
不
作
忌
避
へ
の
発
源
が
、

実
際
に
丹
後
者
が
存
在
す
る
か
否
か
で
は
な
く
、「
天
気
不
勝
」
に
よ
る
漠
然
と
し

た
領
民
の
不
安
感
を
察
知
し
た
と
き
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
は
、
必
ず
し
も
天
候
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
早
く
も
二
月
に
は
天
候
不
順
の
要
因
と
し
て
丹
後
者
の
領
内
へ
の
入
り
込
み
が

問
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
も
丹
後
者
の
追
求
が
図
ら
れ

て
い
る
（
前
述
）。
こ
の
点
を
、「
在
国
日
記
」
か
ら
見
て
み
よ
う
（
傍
線
は
筆
者
）。

ⅰ
．「
在
国
日
記
」
天
明
七
年
二
月
二
十
二
日
条

一
、
此
間
打
続
不
勝
天
気
相
ニ
付
、
若
丹
後
者
ニ
も
参
候
哉
、
色
々
風
聞
有
之

候
ニ
付
、
有（

ヵ
）無

急
度
詮
義
致
候
様
申
遣
之
、
請
書
差
出
之
、

ⅱ
．「
在
国
日
記
」
天
明
八
年
六
月
六
日
条

○
此
頃
、
兎
角
天
気
不
勝
に
付
、
若
丹
後
者
ニ
て
も
入
候
哉
、
詮
義
致
候
所
、

何
か
怪
敷
者
も
有
之
趣
ニ
付
、
送
返
候
様
申
付
候
由
、
且
出
家
数
人
入
候

由
、
是
又
詮
義
申
付
置
候
よ
し
、

　

い
ず
れ
も
、「
丹
後
者
」
の
排
除
の
発
源
者
は
信
明
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
丹

後
者
の
領
内
入
り
込
み
の
根
拠
は
、
ⅰ
．
で
は
「
風
聞
」
で
あ
り
、
後
者
で
は
実
際

に
「
天
気
不
勝
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
丹
後
者
が
領
内
に
入
り
込
ん
で
い
る
に
違
い

な
い
と
い
う
憶
測
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
丹
後
者
の
領
内
入
り
込
み
が
凶
作
へ
の
不

安
へ
と
直
結
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
世
上
の
人
の
気
受
け
＝
「
人
気
」
に
敏
感

に
反
応
し
て
い
る
。
ⅱ
．「
天
気
不
勝
」
が
深
刻
化
す
れ
ば
、
や
が
て
対
象
は
「
怪

敷
者
」、
他
国
者
に
ま
で
拡
大
す
る
。
そ
し
て
、「
天
気
不
勝
」
へ
の
対
応
は
在
国
中

の
藩
主
の
領
民
の
「
人
気
」
を
配
慮
し
た
主
体
的
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
天
気
不
勝
」
＝
不
作
へ
の
畏
れ
を
除
去
し
、
豊
穣
を
も

た
ら
す
あ
る
べ
き
自
然
を
回
復
さ
せ
る
神
意
を
迎
え
る
発
源
者
と
し
て
の
藩
主
と
い

う
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

29
（

。

註（
1
）『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
1
巻
（
未
来
社
、
一
九
七
一
年
）
所
収
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
2
）
浪
川
「
不
作
忌
避
の
禁
忌
と
豊
穣
祈
念
―
「
長
期
の
19
世
紀
」
に
お
け
る
社
会
意

識
の
系
譜
―
」（『
米
沢
史
学
』第
31
号
、山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
日
本
史
学
科
・

米
沢
史
学
会
、
二
〇
一
五
年
）、
八
〜
一
一
ペ
ー
ジ
。
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（
3
）
浪
川
「「
難
儀
」
と
「
御
救
」
―
弘
前
藩
領
に
み
る
一
八
世
紀
前
半
の
地
域
変
容
―
」

（
浪
川
健
治
、
デ
ビ
ッ
ド
・
ハ
ウ
エ
ル
、
河
西
英
通
編
『
周
辺
史
か
ら
全
体
史
へ
―

地
域
と
文
化
―
』、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
4
）
長
谷
川
成
一
『
北
の
世
界
遺
産　

白
神
山
地
の
歴
史
学
的
研
究
―
森
林
・
鉱
山
・

人
間
―
』（
清
文
堂
出
版
、二
〇
一
四
年
）、第
二
章
「
天
気
不
正
」
風
説
と
白
神
山
地
。

（
5
）『
青
森
県
史　

通
史
編
2　

近
世
』（
青
森
県
、
二
〇
一
八
年
）、
第
八
章
第
二
節

一｢

弘
前
藩
の
藩
政
改
革
―
津
軽
信
明
と
寛
政
改
革
意
見
書
―｣

。

（
6
）「
天
気
不
勝
」
の
原
因
と
さ
れ
る
丹
後
者
の
追
い
払
い
に
つ
い
て
は
、
天
明
期
と

天
保
期
と
の
比
較
を（
2
）の
拙
稿
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
。
同
書
一
一
〜
一
五
ペ
ー

ジ
。

（
7
）
弘
前
藩
庁
日
記
の
う
ち
「
国
日
記
」。
藩
庁
が
置
か
れ
た
弘
前
城
に
お
い
て
「
日

記
方
」
が
、
藩
政
機
構
の
各
部
署
が
遺
し
た
記
録
か
ら
日
付
ご
と
に
抜
き
書
き
し
て

整
理
し
た
寛
文
元
年
か
ら
元
治
元
年
ま
で
の
事
柄
を
記
録
し
た
三
三
〇
一
冊
。現
在
、

　
　

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
津
軽
家
文
書　

請
求
番
号
TK

　

215
―
1
。
引
用
は
、
必
要
な

条
項
の
み
に
限
り
年
月
日
条
で
典
拠
を
示
し
た
。

（
8
）
天
明
四
年
に
は
大
行
院
・
最
勝
院
で
の
時
疫
退
散
の
祈
祷
と
守
札
配
付
が
行
わ
れ

て
い
る
。
と
く
に
「
津
軽
編
覧
日
記
」〈
註
（
16
）〉
天
明
四
年
六
月
条
で
は
、
江
戸

か
ら
「
蒲
野
文
右
衛
門
」
と
い
う
名
前
を
書
い
て
戸
口
に
張
る
と
時
疫
が
入
ら
な
い

と
い
う
話
が
伝
わ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、「
国
日
記
」
天
明
四
年
八

月
十
二
日
条
で
は
、細
川
家
で
は
家
臣
が
「
疫
病
除
之
札
」
を
差
し
上
げ
、甚
だ
「
利

益
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
、
こ
れ
を
貰
い
受
け
三
万
千
百
八
十
枚
を
国
許
に
下
す

と
し
て
い
る
。
家
中
だ
け
で
な
く
、「
町
役
・
村
役
并
重
立
候
も
の
と
も
江
は
壱
枚

宛
被
下
置
、
其
余
は
一
村
・
壱
町
ニ
壱
・
弐
枚
宛
成
共
、
何
れ
壱
円
ニ
行
届
候
様
被

仰
付
候
ニ
付
」と
全
領
に
配
付
さ
れ
た
。「
津
軽
編
覧
日
記
」天
明
四
年
八
月
条
で
は
、

こ
の
守
札
は
「
蒲
野
文
右
衛
門
と
申
、
小
き
板
行
之
札
」
で
、
蒲
野
文
右
衛
門
は
細

川
家
中
で
馬
廻
位
の
役
を
勤
め
、
強
勇
で
あ
っ
た
が
時
疫
を
煩
い
、
怒
っ
て
時
疫
の

神
を
斬
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
時
疫
の
神
が
間
違
っ
て
患
わ
せ
た
こ
と
を
謝
り
、
今

後
、
蒲
野
家
に
は
時
疫
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
の
た
め
、
時
疫
の
家

に
文
右
衛
門
の
名
の
札
を
張
る
と
た
ち
ま
ち
平
癒
す
る
と
い
う
謂
わ
れ
を
記
し
て
い

る
。
そ
し
て
、「
松
平
越
中
守
」
が
こ
れ
を
聞
い
て
「
公
儀
小
納
戸
」
か
ら
「
諸
国
」

に
遣
わ
し
た
と
も
、
細
川
家
の
女
中
が
関
わ
る
と
も
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
松

平
越
中
守
」
は
、
細
川
家
が
越
中
守
を
官
途
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
の
混
同
と
思
わ

れ
る
。
同
時
点
で
の
熊
本
藩
主
細
川
治
年
と
世
子
時
代
の
信
明
は「
江
戸
在
住
日
記
」

（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
）
か
ら
、
打
毬
を
通
じ
て
の
交
友
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
後
述
の
護
穀
大
妙
神
の
勧
請
に
つ
い
て
も
六
代
藩
主
信の

ぶ
あ
き著

が
、
正
室
の

実
家
で
あ
る
義
父
久
留
米
藩
主
有
馬
頼よ

り
ゆ
き徸

が
寛
延
二
年
に
幡
随
院
の
勧
め
で
勧
請
し

て
霊
験
が
あ
っ
た
た
め
に
、
さ
ら
に
弘
前
へ
と
勧
請
し
た
と
さ
れ
る
（「
津
軽
編
覧

日
記
」
宝
暦
元
年
閏
六
月
二
十
七
日
条
）。
新
た
な
神
意
の
導
入
に
あ
っ
て
の
、
大

名
間
の
交
友
・
婚
姻
関
係
の
占
め
る
意
味
は
大
き
い
。

（
9
）
み
ち
の
く
双
書
第
二
十
二
集
『
平
山
日
記
』（
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
、
一
九

六
七
年
）。

（
10
）「
他
散
之
者
」
は
凶
作
に
よ
る
飢
餓
難
民
だ
け
で
は
な
く
、
松
前
挊
な
ど
も
含
ま

れ
る
。

（
11
）
時
間
的
に
は
遡
る
が
、「
国
日
記
」
享
保
十
四
年
九
月
二
日
条
・
同
十
五
年
十
一

月
二
十
四
日
条
の
「
大
夫
兵
三
郎
申
立
」
で
は
、一
座
は
四
〇
人
余
り
で
「
旅
役
者
」

は
三
分
の
一
（
一
三
人
）
を
占
め
る
。
新
た
な
興
行
の
た
め
に
不
可
欠
の
人
員
で
あ

り
、
恒
常
的
に
領
内
に
入
り
込
め
る
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
た
。

（
12
）
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
津
軽
家
文
書
。
天
明
四
年
か
ら
寛

政
三
年
の
在
国
中
の
藩
主
信
明
の
全
十
六
巻
か
ら
な
る
日
記
で
あ
る
（
文
書
番
号
22

Ｂ
・
史
料
番
号
三
四
一
）。
な
お
、「
在
国
日
記
」
は
、
現
在
で
は
同
館
に
よ
っ
て
デ

ジ
タ
ル
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
浪
川
「
豊
穣
を
め
ぐ
る
祈
念
と
営
為
―
経
験
知
と
創
出
さ
れ
る
儀
礼
―
」（
浪
川
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健
治
・
小
島
康
敬
編
『
近
世
日
本
の
言
説
と
「
知
」』、清
文
堂
出
版
、二
〇
一
三
年
）、

一
一
一
〜
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
14
）篠
村
正
雄「
津
軽
藩
に
お
け
る
神
職
の
官
職
受
領
に
つ
い
て
」（
長
谷
川
成
一
編『
北

奥
地
域
史
の
研
究
』、
名
著
出
版
、
一
九
八
八
年
）。

（
15
）『
御
用
格
』（
寛
政
本
）
上
巻
（
長
谷
川
成
一
編
、
弘
前
市
、
一
九
九
一
年
）。
同

書
第
九
寺
社
、
御
建
立
之
部
。
一
一
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
16
）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
。

（
17
）『
青
森
県
史　

資
料
編　

近
世
3　

津
軽
2　

後
期
津
軽
領
』（
青
森
県
、
二
〇
〇

六
年
）
所
収
。

（
18
）
比
良
野
貞
彦
著
、寛
政
期
成
立
。『
日
本
農
書
全
集
1
』（
農
文
協
、一
九
七
七
年
）

所
収
。

（
19
）み
ち
の
く
双
書
第
十
六
集『
新
撰
陸
奥
国
誌
』第
二
巻（
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
、

一
九
六
五
年
）。

（
20
）
前
掲
注
（
13
）、
一
二
四
〜
一
二
六
ペ
ー
ジ
、
と
く
に
表
2
参
照
。

（
21
）
実
際
に
ど
の
程
度
、町
方
・
村
方
ま
で
浸
透
し
た
の
か
は
、村
方
の
記
録
で
あ
る
『
平

山
日
記
』
な
ど
に
も
記
述
が
な
く
不
明
。

（
22
）
こ
の
「
覚
」
は
、
寺
社
に
祈
祷
料
・
供
物
の
「
先
格
之
争
ひ
」
を
致
し
、
受
け
取

ら
な
い
う
ち
に
は
祈
祷
を
行
わ
な
い
な
ど
「
見
苦
敷
」
き
行
い
を
咎
め
、
ま
た
堂
社

の
修
復
は
当
面
は
出
来
兼
ね
る
こ
と
を
周
知
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
前
掲
（
15
）、

第
9
寺
社
、
被
仰
出
之
部
。
一
〇
二
五
〜
一
〇
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
23
）
同
時
期
、弘
前
藩
で
は
浄
土
宗
荘
厳
寺
（
深
浦
町
）
と
本
山
の
貞
昌
寺
（
弘
前
市
）

の
間
で
騒
動
が
起
こ
っ
た
。
信
明
は
、「
在
国
日
記
」
天
明
四
年
十
月
二
十
三
日
条

に
貞
昌
寺
か
ら
「
本
寺
へ
及
敵
対
、
条
目
背
ニ
付
、
脱
衣
・
追
院
申
付
候
旨
、
申
出
」

が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。
同
四
年
十
一
月
九
日
条
で
は
「
備
中
守
殿
江
貞
昌
寺
末
寺

一
件
之
義
、
及
相
談
申
出
書
付
共
内
々
入
一
覧
遣
候
事
」
と
、
姉
比
佐
の
嫁
ぎ
先
で

幕
府
奏
者
番
・
寺
社
奉
行
を
兼
ね
て
い
た
備
後
福
山
藩
主
阿
部
正ま

さ
と
も倫
に
事
態
を
詳
し

く
報
告
し
て
い
る
。「
在
国
日
記
」
天
明
五
年
三
月
五
日
条
で
は
、「
○
昨
晩
、
多
膳

宅
江
荘
厳
寺
来
、
例
之
通
貞
昌
寺
を
悪
ク
云
成
し
色
々
申
出
候
由
、
同
甚
五
左
衛
門

宅
江
誓
願
寺
来
、色
々
訴
出
候
由
ニ
付
、発
駕
前
い
つ
れ
に
も
少
し
も
片
付
候
様
ニ
、

疾
々
遂
詮
義
候
様
申
付
候
事
、
扨
々
不
届
至
極
、
言
語
道
断
な
り
」
と
荘
厳
院
が
い

ま
だ
家
老
津
軽
多
膳
宅
に
押
し
か
け
貞
昌
寺
を
謗
り
、
ま
た
同
じ
浄
土
宗
の
誓
願
寺

も
こ
れ
に
関
わ
っ
て
用
人
松
浦
甚
五
左
衛
門
宅
に
押
し
か
け
て
い
た
。
参
府
を
控
え

て
い
た
信
明
に
と
っ
て
は
、「
言
語
同
断
」
の
所
行
で
あ
り
、
寺
社
奉
行
で
あ
っ
た

阿
部
正
倫
に
相
談
し
て
い
る
こ
と
か
ら
幕
府
を
も
巻
き
込
ん
だ
騒
動
と
な
る
こ
と
恐

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
吉
祥
天
女
経
」
の
読
誦
の
強
制
は
、
こ
う
し
た
宗
派
の

乱
れ
を
背
景
に
寺
院
へ
の
介
入
と
統
制
を
図
る
一
環
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
24
）
各
寺
院
・
僧
侶
に
「
吉
祥
天
女
経
」
の
読
誦
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
が
、「
国
日
記
」

で
は
天
明
五
年
七
月
十
一
日
で
あ
る
の
に
、
本
行
寺
と
真
教
寺
が
疑
義
を
提
出
し
日

蓮
宗
と
浄
土
真
宗
の
寺
院
と
僧
侶
が
除
外
さ
れ
た
の
は
十
月
二
十
四
日
と
、
四
か
月

ほ
ど
を
要
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
本
行
寺
は
本
山
の
京
都
本
圀
寺
、
真
教
寺
は
同
東

本
願
寺
に
指
示
を
仰
い
で
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

（
25
）
浪
川
『
近
世
北
奥
社
会
と
民
衆
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
五
年
）、第
二
章
五
「
北

へ
の
移
動
の
論
理
」、
九
二
〜
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。
と
く
に
、
図
2
参
照
。

（
26
）
長
谷
川
成
一
「
近
世
津
軽
領
の
『
天
気
不
正
』
風
説
に
関
す
る
試
論
」（『
弘
前
大

学
大
学
院
地
域
社
会
研
究
科
年
報
』
第
5
号
、
二
〇
〇
八
年
。
の
ち
『
北
の
世
界
遺

産
白
神
山
地
の
歴
史
学
的
研
究
』、
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
に
所
収
。

（
27
）
浪
川
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
リ
ス
ク
と
し
て
の
飢
饉
―
社
会
的
リ
ス
ク
と
し
て
の

寛
延
飢
饉
―
」（
河
西
英
通
・
浪
川
健
治
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
な
か
の
日
本
史
像

―
「
長
期
の
一
九
世
紀
」
を
生
き
た
地
域
―
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。

（
28
）信
寧
治
世
に
お
い
て
、寺
院
の
開
帳
が「
天
気
不
勝
」を
理
由
に
年
貢
の「
秋
納
後
」

と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、｢

国
日
記｣

宝
暦
十
二
年
五
月
十
四
日
条
の「
清
水
観
音
」

の
開
帳
を
め
ぐ
る
一
件
が
あ
る
。
同
年
は
す
で
に
「
天
気
不
勝
」
で
虫
害
の
被
害
が



―  58 ―

出
て
お
り
、
同
観
音
の
開
帳
が
「
天
気
不
宜
」
を
引
き
起
こ
す
と
の
「
諸
人
申
慣
」

ら
わ
し
を
あ
げ
、
開
帳
が
そ
の
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
と
し
な
が
ら
も
、
一
旦
開

帳
を
取
り
止
め
、｢

秋
納
後｣

に
再
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
29
）
こ
う
し
た
展
開
に
つ
い
て
は
、
浪
川
「
幕
末
に
お
け
る
芸
能
諸
集
団
と
「
差
異
」

化
の
論
理
―
弘
前
藩
領
に
お
け
る
娯
楽
享
受
と
他
者
認
識
―
」（『
人
民
の
歴
史
学
』

第
185
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
四
〜
七
ペ
ー
ジ
。

 

（
な
み
か
わ
・
け
ん
じ　

筑
波
大
学
名
誉
教
授
）


